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令和８年４月１６日判決言渡 

令和７年（行ケ）第１００２３号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和８年２月３日 

判          決 

当事者の表示 別紙１当事者目録記載のとおり 5 

主          文 

１ 特許庁が無効２０２３－８０００４８号事件について令和７年２月１０

日にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 10 

第１ 請求 

 主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等 

⑴ 被告は、平成２０年６月１３日（優先権主張（日本）平成１９年６月１４15 

日（以下「本件優先日」という。）、同年８月１日）を出願日とし、名称を

「熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成形品および偏光子保護フィルム

ならびに樹脂成形品の製造方法」とする発明につき特許出願（特願２００８

－１５５７３４号。以下、この特許出願に添付された明細書を「本件明細書」

という。）をし、平成２４年４月２０日、特許権の設定登録（特許第４９７20 

４９７１号。請求項の数１０。以下、この特許を「本件特許」という。）を

受けた。（甲４０） 

⑵ 原告は、令和５年７月２７日、本件特許のうち特許請求の範囲の請求項１

及び６に記載された発明についての特許を無効とすることを求める無効審判

請求をした（無効２０２３－８０００４８号事件。以下「本件無効審判請求」25 

という。）。（甲４１） 
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⑶ 特許庁は、令和７年２月１０日、「本件審判の請求は、成り立たない。」

との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月２５日、原

告に送達された。 

⑷ 原告は、令和７年３月２６日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起

した。 5 

２ 特許請求の範囲の記載 

本件特許に係る特許請求の範囲の記載のうち、原告が本件審判請求において

無効とすることを求めた特許請求の範囲の請求項１及び６は、以下のとおりで

ある（以下、請求項１に記載された発明を「本件発明１」、請求項６に記載され

た発明を「本件発明６」といい、本件発明１と本件発明６を併せて「本件発明」10 

という。）。 

⑴ 請求項１ 

ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタルイミド構造、Ｎ－置換マ

レイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも１種の環構

造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、ヒドロキシフェニルトリアジン15 

骨格を有する、分子量が７００以上の紫外線吸収剤と、を含み、 

１１０℃以上のガラス転移温度を有する熱可塑性樹脂組成物。 

ここで、前記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格は、トリアジンと、トリ

アジンに結合した３つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－ヒド

ロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン骨格）である。 20 

⑵ 請求項６ 

ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタルイミド構造、Ｎ－置換マ

レイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも１種の環構

造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、 

ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が７００以上の紫外25 

線吸収剤と、を溶融混合して、 
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１１０℃以上のガラス転移温度を有する熱可塑性樹脂組成物を得る、熱可

塑性樹脂組成物の製造方法。 

ここで、前記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格は、トリアジンと、トリ

アジンに結合した３つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－ヒド

ロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン骨格）である。 5 

（以下、請求項１及び請求項６の記載にある「トリアジンと、トリアジンに結

合した３つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－ヒドロキシフェ

ニル）－１，３，５－トリアジン骨格）」を「本件ヒドロキシフェニルトリア

ジン骨格」ということがある。） 

３ 本件無効審判請求で主張された無効理由 10 

原告は、本件無効審判請求において、次のとおり、甲１（国際公開第２００

６／１１２２２３号）に基づく進歩性欠如の無効理由を主張した。 

本件発明は、本件優先日前に頒布された甲１に記載された発明及び甲２（特

表２００２－５４３２６５号公報）に記載された技術的事項に基いて当業者が

容易に発明をすることができたものであり、特許請求の範囲の請求項１及び６15 

に係る特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであるから、同

法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきものである。 

４ 本件審決の理由等 

無効理由に対する本件審決の判断の要旨は次のとおりである。 

⑴ 甲１に記載された発明について（本件審決「理由」第６の１⑴） 20 

甲１は、「優れた紫外線吸収能力を有するとともに、優れた耐熱性、優れ

た光学的透明性を有する偏光子保護フィルムを提供すること」を発明の課題

とするものであり（段落［０００６］）、請求項１には、「(メタ）アクリル

系樹脂を主成分として含み紫外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルム」が記

載されている。そして、段落［００５４］には、「上記フィルムを形成する25 

樹脂組成物」と記載され、実施例において、ラクトン環含有アクリル系樹脂
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ペレット（１Ａ）１００部に対し、紫外線吸収剤であるＴＩＮＵＶＩＮ１５

７７の１部と、アデカスタブＬＡ－３１の１部を混合して樹脂組成物を製造

していることから、「(メタ）アクリル系樹脂を主成分として含み紫外線吸収

剤をも含む偏光子保護フィルムを形成する樹脂組成物」及び「当該樹脂組成

物の製造方法」の発明も記載されているといえる。 5 

加えて、請求項１には、「該偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける

３８０ｎｍでの光線透過率が３０％以下であり、該偏光子保護フィルムのＴ

ｇと該紫外線吸収剤を含まない以外は該偏光子保護フィルムと同じフィルム

のＴｇの差が３℃以内、厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下となる」と

記載されており、段落［００３３］ないし［００３５］の記載を踏まえれば、10 

請求項１の偏光子保護フィルムを形成する樹脂組成物は、甲１の発明の課題

を解決するために、厚さ８０μｍの偏光子保護フィルムに成形した場合に、

「該偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率

が３０％以下」（以下「要件ａ」ともいう。）、「該偏光子保護フィルムの

Ｔｇと該紫外線吸収剤を含まない以外は該偏光子保護フィルムと同じフィル15 

ムのＴｇの差が３℃以内」（以下「要件ｂ」ともいう。）、「厚み８０μｍ

におけるＹＩが１．３以下となる」（以下「要件ｃ」ともいう。）を同時に

満たすように調製されるべきものである（判決注：「Ｔｇ」は、本件発明に

係る特許請求の範囲の記載にある「ガラス転移温度」と同一のものを指す。

以下、本判決において、「ガラス転移温度」のことを「Ｔｇ」ということが20 

ある。）。 

また、請求項１を引用する請求項２には、「前記 (メタ）アクリル系樹脂

が、ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂である」ことが記載さ

れているから、甲１には、以下の発明が記載されていると認められる。 

「ラクトン環構造を有する(メタ）アクリル系樹脂を主成分として含み紫25 

外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムを形成する樹脂組成物であって、該
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樹脂組成物を厚さ８０μｍの偏光子保護フィルムに成形した場合に、該偏光

子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％

以下であり、該偏光子保護フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含まない以外

は該偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差が３℃以内、厚み８０μ

ｍにおけるＹＩが１．３以下となる、上記樹脂組成物。」（以下「甲１発明5 

Ａ」という。） 

さらに、甲１には、以下の「樹脂組成物の製造方法」の発明についても記

載されていると認められる。 

「ラクトン環構造を有する(メタ）アクリル系樹脂を主成分として含み紫

外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムを形成する樹脂組成物の製造方法で10 

あって、該樹脂組成物を厚さ８０μｍの偏光子保護フィルムに成形した場合

に、該偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過

率が３０％以下であり、該偏光子保護フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含

まない以外は該偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差が３℃以内、

厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下となる、上記樹脂組成物の製造方法。」15 

（以下「甲１発明Ｂ」という。） 

⑵ 本件発明１について 

ア 本件発明１と甲１発明Ａとの対比（本件審決「理由」第６の２⑴ア） 

本件発明１と甲１発明Ａとの一致点及び相違点は、以下のとおりである。 

＜一致点＞ 20 

ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタルイミド構造、Ｎ－置換

マレイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも１種

の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、紫外線吸収剤と、を含

む、熱可塑性樹脂組成物。 

＜相違点＞ 25 

 本件発明１は、熱可塑性樹脂組成物に含まれる紫外線吸収剤が 
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「ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が７００以上の紫

外線吸収剤 

 ここで、前記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格は、トリアジンと、ト

リアジンに結合した３つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－

ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン骨格）」であり、熱可塑性5 

樹脂組成物のガラス転移温度が「１１０℃以上」であるのに対し、 

 甲１発明Ａは、熱可塑性樹脂組成物に含まれる紫外線吸収剤が「該樹脂

組成物を厚さ８０μｍの偏光子保護フィルムに成形した場合に、要件ａ～

ｃを同時に満たす」ものであるものの、当該紫外線吸収剤が「ヒドロキシ

フェニルトリアジン骨格を有する、分子量が７００以上の」ものであるこ10 

とや、熱可塑性樹脂組成物のガラス転移温度が「１１０℃以上」であるこ

とは特定されていない点 

イ 相違点１に関する判断（本件審決「理由」第６の２⑴イ） 

(ｱ) 甲１には、甲２に記載される紫外線吸収剤を甲１の偏光子保護フィル

ムに用いることの一応の示唆があるといえる（段落［００２７］）。 15 

しかし、甲１の偏光子保護フィルムに用いる紫外線吸収剤は「任意の

紫外線吸収剤」であり得て、甲２に記載される紫外線吸収剤が好ましい

などとは、甲１に記載されていない。また、甲２には、極めて多数のｓ

－トリアジン紫外線吸収剤が記載されている一方、甲１に記載されるト

リアジン系紫外線吸収剤は、段落［００２８］、［００３０］において、20 

好ましく用いることができると記載されるとともに実施例でも用いられ

ているチヌビン１５７７のみである。 

そうすると、甲２に記載されるいずれの紫外線吸収剤が甲１の偏光子

保護フィルムに「適した」ものであるかを、当業者が直ちに認識し得る

とは認められないから、甲１の段落［００２７］を含む全ての記載を考25 

慮しても、甲１には、甲２に記載される紫外線吸収剤のいずれかを選択
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して甲１発明Ａに適用する動機付けがない。 

(ｲ) 甲２の段落【００６８】には、ｓ－トリアジン紫外線吸収剤の具体例

として化合物Ｅ～Ｐの１２種類の化合物が記載されているところ、それ

らのうち、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐは、前記相違点に係る本件発明１の「ヒド

ロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が７００以上」であっ5 

て、ヒドロキシフェニルトリアジン骨格が本件ヒドロキシフェニルトリ

アジン骨格である「紫外線吸収剤」に該当するものである。 

しかし、甲２には、甲２に記載される紫外線吸収剤が甲１に「適した」

ものであることや、甲２に記載される紫外線吸収剤が甲１の要件ａ～ｃ

を同時に満たすものであることを当業者が認識するような記載や示唆は10 

なく、甲２の全ての記載を考慮しても、甲２には、甲２に記載されてい

る紫外線吸収剤のいずれかを選択して甲１発明Ａに適用する動機付けが

ない。 

(ｳ) 要件ａ、要件ｂ及び要件ｃの関係性について確認すると、フィルムの

紫外線吸収性能に関する要件ａと黄変度に関する要件ｃとは、一方の性15 

能を高めようとすると他方の性能が連動して劣るようになる、トレード

オフの関係であることがうかがえ、また、フィルムの紫外線吸収性能に

関する要件ａとＴｇに関する要件ｂも、一方の性能を高めようとすると

他方の性能が紫外線吸収剤の種類や量により連動して劣るようになる、

トレードオフの関係であることがうかがえる。 20 

そして、甲１、甲２、さらに原告（請求人）の提出したいずれの証拠

にも、甲２に記載される化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが、甲１の要件ａないしｃを

同時に満足することは記載も示唆もされていないといえるから、甲２に

記載される化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが、甲１の要件ａないしｃを満足すること

を、本件優先日前に当業者が技術常識に基づいて認識し得たとはいえず、25 

甲２に記載される化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを選択して甲１発明Ａに適用する動
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機付けはない。 

(ｴ) 甲１発明Ａの紫外線吸収剤の選択にあたり、甲１の段落［００２７］

によれば、フィルム製造時のロール汚れを発生しにくくする観点から、

融点が１１０℃以上の紫外線吸収剤を選択することが好ましいもので

あるところ、甲２の化合物Ｋの融点は５５～５６℃、化合物Ｐの融点は5 

－２０℃と、甲１において好ましい下限である１１０℃を大きく下回っ

ていることから、甲２に記載される化合物Ｋ、Ｐを甲１発明Ａに適用す

る動機付けはない。 

(ｵ) したがって、甲１発明Ａにおいて、前記相違点に係る甲１発明Ａの紫

外線吸収剤に代えて、前記相違点に係る本件発明１の紫外線吸収剤を採10 

用することを、当業者は容易に想到し得ないから、前記相違点に係る本

件発明１の構成のうちの「熱可塑性樹脂組成物のガラス転移温度が１１

０℃以上」の部分について検討をするまでもなく、甲１発明Ａにおいて、

前記相違点に係る本件発明１の構成を採用することは、当業者が容易に

想到し得たものではない。 15 

ウ 本件発明１の効果について（本件審決「理由」第６の２⑴ウ） 

(ｱ) 本件明細書の実施例における紫外線吸収剤ＣＧＬ７７７ＭＰＡによ

って示される効果（高温成形時の発泡「なし」、吸光度（昇華性）「０」、

吸光度（飛散性）「０．０１以下」、濁度変化量「０」）は、比較例との対

比から、前記相違点に係る本件発明１の紫外線吸収剤を採用したことに20 

よって奏されたものといえるところ、甲２に記載される他の化合物から

前記相違点に係る本件発明１の紫外線吸収剤（甲２に記載された化合物

Ｋ、Ｏ、Ｐ）を区別し選択して甲１発明Ａに適用することを当業者は容

易に想到し得ないのであるから、本件発明１が奏する前記効果も、当業

者が甲１及び甲２から予測し得たものとはいえない。 25 

(ｲ) 特に、フィルムからブリードアウトした紫外線吸収剤の量の程度を示
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す濁度変化量が「０」となっている点に関して、「ブリードアウト」とは、

一般的に「プラスチックの表面にプラスチック材料との相溶性に欠ける

添加剤、たとえば着色剤、可塑剤または滑剤、その他が吹き出てくる現

象」（甲３６。審決段階の乙１７）をいうものであるところ、相違点に係

る本件発明１の紫外線吸収剤と熱可塑性アクリル樹脂との高い相溶性5 

に起因するブリードアウトの抑制、すなわち濁度変化量が「０」である

ことは、甲１及び甲２の記載事項から、当業者が予測し得るものではな

い。 

また、甲４（国際公開第２００５／１０９０５２号）は、本件明細書

とは、紫外線吸収剤のブリードアウトのしにくさを全く異なる手法で評10 

価し、本件発明１における熱可塑性アクリル樹脂と紫外線吸収剤との「相

溶性」に関する情報は何ら示されていないから、本件発明１の上記効果

は、甲４の記載からも予測し得ないものである。 

エ 小括 

したがって、本件発明１は、甲１発明Ａ及び甲２に記載された技術的事15 

項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 

⑶ 本件発明６について 

ア 本件発明６と甲１発明Ｂとの対比（本件審決「理由」第６の２⑵ア） 

本件発明６と甲１発明Ｂとの一致点及び相違点は、以下のとおりである。 

＜一致点＞ 20 

ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタルイミド構造、Ｎ－置換

マレイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも１種

の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、紫外線吸収剤と、を含

む、熱可塑性樹脂組成物の製造方法。 

＜相違点６－１＞ 25 

 本件発明６は、熱可塑性樹脂組成物に含まれる紫外線吸収剤が「ヒドロ
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キシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が７００以上の紫外線吸収

剤 

 ここで、前記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格は、トリアジンと、ト

リアジンに結合した３つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－

ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン骨格）」であり、熱可塑性5 

樹脂組成物のガラス転移温度が「１１０℃以上」であるのに対し、甲１発

明Ｂは、熱可塑性樹脂組成物に含まれる紫外線吸収剤が「該樹脂組成物を

厚さ８０μｍの偏光子保護フィルムに成形した場合に、該偏光子保護フィ

ルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％以下で

あり、該偏光子保護フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含まない以外は該10 

偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差が３℃以内、厚み８０μｍ

におけるＹＩが１．３以下となる」事項を満たすものであるものの、当該

紫外線吸収剤が「ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が

７００以上の」ものであることや、熱可塑性樹脂組成物のガラス転移温度

が「１１０℃以上」であることは特定されていない点 15 

＜相違点６－２＞ 

 熱可塑性樹脂組成物の製造方法が、本件発明６は熱可塑性アクリル樹脂

と、紫外線吸収剤と、を「溶融混合」するのに対し、甲１発明Ｂはそのよ

うな特定がされていない点 

イ 相違点に関する判断（本件審決「理由」第６の２⑵イ、ウ） 20 

相違点６－１は、本件発明１と甲１発明Ａとの相違点と同じであるとこ

ろ、相違点６－１に係る甲１発明Ｂの紫外線吸収剤に代えて、相違点６－

１に係る本件発明６の紫外線吸収剤（甲２に記載される化合物Ｋ、Ｏ、Ｐ）

を採用することを、当業者は容易に想到し得ないから、相違点６－１に係

る本件発明６の構成のうちの「熱可塑性樹脂組成物のガラス転移温度が25 

『１１０℃以上』」の部分について検討をするまでもなく、甲１発明Ｂにお
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いて、相違点６－１に係る本件発明６の構成を採用することは、当業者が

容易に想到し得たものではない。 

 したがって、他の相違点を検討するまでもなく、本件発明６は、甲１発

明Ｂ及び甲２に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明を

することができたものではない。 5 

５ 原告の主張する取消事由 

⑴ 取消事由１ 

審理不尽 

⑵ 取消事由２ 

本件審決の認定した引用発明に基づく進歩性判断（相違点に関する判断）10 

の誤り 

⑶ 取消事由３ 

本件発明の効果に関する判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

１ 取消事由１（審理不尽）について 15 

〔原告の主張〕 

⑴ 特許公報である引用例から把握できる複数の発明の一つを引用発明として

認定することは許されるところ、請求項記載の発明や当該発明の課題解決に

関係する発明に限定されるとする合理的な理由はなく、要件ａないしｃを考

慮すべき理由はないから、甲１に記載された発明は、甲１の段落［００２７］20 

の記載も考慮し、紫外線吸収剤が甲２に記載のトリアジン系紫外線吸収剤で

あることを特定する、以下に示す「主引用発明１」 のとおりに認定されるべ

きである。 

「１－ａ：下記一般式で表されるラクトン環構造を主鎖に有する熱可塑性（メ

タ）アクリル樹脂と（段落［００１５］、［００１９］、［００２１］、［化１］）、 25 

 １－ｂ：トリアジン系紫外線吸収剤と（段落［００２７］）、 
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 １－ｃ：を含み、 

 １－ｄ：上記（メタ）アクリル樹脂に紫外線吸収剤を添加した樹脂組成物の

ガラス転移温度が１１２℃以上である（段落［００１６］、請求項１） 

 １－ｅ：偏光子保護フィルム。（請求項１、段落［００１５］） 

 １－ｆ：ここで、前記トリアジン系紫外線吸収剤は、特表２００２－５４３5 

２６５号公報に記載の紫外線吸収剤である。（段落［００２７］）」 

⑵ 甲１及び甲２から、「主引用発明１」に甲２に具体的に開示され、好ましい

とされる４種類の紫外線吸収剤、特に化合物Ｋの適用を試みることには動機

付けがある。 

⑶ 本件審決は、引用発明の認定における裁量権を逸脱し、引用発明の認定を10 

誤り、容易想到性の判断も誤ったものであるから、審判手続の審理判断に審

理不尽の違法がある。 

〔被告の主張〕 

⑴ 要件ａないしｃは、甲１の段落［００３３］ないし［００３５］から、発

明が解決しようとする課題である「優れた紫外線吸収能力・優れた耐熱性・15 

優れた光学的透明性」に対応し、請求項１でも特定されているところ、甲１

記載の発明の技術的思想を無視し、これらを意図的に外して主引用発明を認

定することは許されない。 

⑵ 原告が主張する主引用発明１に甲２に記載の紫外線吸収剤を適用する動機

付けに関しては、取消事由２に含まれるべきものである。 20 

⑶ 原告が主張する「主引用発明１」を認定しなければならないことは予定さ

れていないから、引用発明の認定における裁量権の逸脱には当たらず、本件

審決に原告が主張する誤りはなく、審判手続に審理不尽に当たる瑕疵はない。 

２ 取消事由２（本件審決の認定した引用発明に基づく進歩性判断（相違点に関

する判断）の誤り）について 25 

〔原告の主張〕 



13 
 

⑴ 甲１発明Ａに甲２の紫外線吸収剤を適用することの動機付けについて 

ア 甲２には１２種類のトリアジン系が具体的に示され、好ましいとされる

４種類から適した紫外線吸収剤を選択するのに困難はなく、甲１の樹脂組

成物に含まれる紫外線吸収剤は、３８０ｎｍ近傍に対する優れた吸収能を

有するところ、化合物Ｋも同波長に対する高い吸収能を有するから、甲２5 

の４種類の紫外線吸収剤から化合物Ｋを選択することは容易である。 

イ 甲１の段落［００２７］には、紫外線吸収剤を１種のみ用いても良いこ

とが明示され、好ましく用いられる紫外線吸収剤としてトリアジン系紫外

線吸収剤とトリアゾール系紫外線吸収剤が挙げられており、いずれも単独

で好ましく用い得ることを理解できるから、トリアジン系紫外線吸収剤を10 

適用する動機付けがある。また、実施例及び比較例に用いられた紫外線吸

収剤であるＴＩＮＵＶＩＮ１５７７（トリアジン系）とアデカスタブＬＡ

－３１（トリアゾール系）の対比のみから、直ちにトリアゾール系紫外線

吸収剤全般とトリアジン系紫外線吸収剤全般の優劣を断じ、二つの選択肢

の一方を排除することは、当業者の合理的な判断として考えがたい。紫外15 

線吸収剤の添加量を調整することでＴｇの低下を抑制できるとの技術常

識を踏まえると、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐのように紫外線吸収能力が高いもので

あれば使用量を抑えることが可能であり、これによりＴｇの低下を抑制し、

要件ａと要件ｂを同時に満たす可能性があることを理解できるところ、甲

１のＴＩＮＵＶＩＮ１５７７はヒドロキシフェニル基が１個のもので、ヒ20 

ドロキシフェニル基が３個の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐとは化学構造が異なるから、

甲１の表１の結果は、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを使用した場合にも同様の結果と

なることを当業者は直ちに想起せず、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを適用することを

試みる動機付けは否定されない。 

ウ 甲２において、いずれの紫外線吸収剤が甲１の要件ａないしｃを同時に25 

満足するのか否かの記載がないのは、副引例として通常のことであるから、
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この点の記載がないことを理由に、甲２を適用する動機付けは否定されな

い。 

⑵ 要件ａ及び要件ｃの両立について 

ア 本件審決は、甲３２の１（審判乙１３の１）及び甲３２の２（審判乙１

３の２）の記載に基づき、「紫外線カットオフの波長が３８４ｎｍ」である5 

紫外線吸収剤であればフィルムの黄色化はないこと、他方で、「紫外線カッ

トオフの波長が４００ｎｍ」である紫外線吸収剤を含むフィルムは、紫外

線吸収剤の吸収曲線のゆるやかな勾配に起因して、フィルムが黄色味を帯

び易くなることを、本件優先日時の技術常識として認定した。そしてこの

「技術常識」に基づき、甲２記載の紫外線吸収剤である化合物Ｐにつき、10 

「化合物Ｐの紫外線吸収は・・全くあるいは殆ど黄色化の無い３８４ｎｍ

を超え、紫及び青色光の吸収が起こり得る４００ｎｍ付近の波長まで吸収

があるものであるといえる。」と認定し、この認定に基づき、化合物Ｐ、さ

らには化合物Ｋ及びＯについても、要件ａと要件ｃを同時に満足しない可

能性があると判断した。 15 

しかし、甲３２の２でいう「紫外線カットオフ」とは、被告も認めるよ

うに、紫外線吸収の効力がある波長域の上限を意味するものであり、甲３

２の２において「黄色として知覚される」と評価されている「カットオフ

が４００ｎｍ」である紫外線吸収剤とは、４００ｎｍまでは紫外線吸収の

効力があり、４００ｎｍを超えた波長域で紫外線吸収の効力が急激に低下20 

するような紫外線吸収剤を指すことになる。この点、甲１３の図７、図８

に示されるとおり、化合物Ｐ、さらには化合物Ｋ及びＯは「カットオフが

４００ｎｍ」である紫外線吸収剤に当たらない。むしろ、甲１３の図７、

図８によれば、化合物Ｐは、３８５ｎｍ以下まで効力があり、３８５ｎｍ

付近の波長域でその効力が急激に低下していることから、化合物Ｐのカッ25 

トオフは３８５ｎｍよりも低いといえ、甲３２の２において、「全くあるい
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は殆ど黄色化が無い」と評価されている「３８４ｎｍを上限とするカット

オフの高い吸収剤」に該当することになる。 

したがって、甲３２の２の記載に照らせば、化合物Ｐ、さらには化合物

Ｋ及びＯは、要件ａとｃを両立し得る。 

イ 本件審決は、上記アの技術常識の認定から、３８０ｎｍといった長波長5 

紫外線を吸収するような紫外線吸収剤であれば、紫外線吸収剤の吸収曲線

のゆるやかな勾配に起因して、４００ｎｍまでの波長を吸収するはずであ

り、４００ｎｍ付近に吸収がある紫外線吸収剤であれば、黄色味を帯び易

くなるため、その結果、そのような紫外線吸収剤を含むフィルムは、直ち

に要件ｃを満たさない可能性がある、との前提に立っている。しかし、以10 

下に述べるとおり、青色光の吸収が大きいほど黄色として認識されやすく

なるという一般的な性質はあるものの、そもそも人間の目は４００ｎｍ以

下の青色光をほとんど感知しないから、４００ｎｍ以下の青色光が吸収さ

れても黄色としてはほとんど認識されず、３８０ｎｍや４００ｎｍ付近の

波長を吸収する紫外線吸収剤を用いたとしても、それによる青色光の吸収15 

が要件ｃが規定するＹＩに対する影響は極めて限定的である。 

甲１の要件ｃは、「厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下となる」との

要件であって、黄変を一切許さないとする要件ではない。言い換えれば、

要件ｃは、厚み８０μｍにおけるＹＩを１．３までは許容するという要件

である。甲１の段落［０１０８］によれば、ＹＩとは、高速積分球式分光20 

透過率測定機（商品名ＤＯＴ－３Ｃ：村上色彩技術研究所製）を用い、測

定で得られる色の三刺激値（Ｘ、Ｙ、Ｚ）より、次式によって求めること

とされている（以下、下記に示される式を「ＹＩ計算式」という）。 

ＹＩ＝［（１．２８Ｘ－１．０６Ｚ）／Ｙ］×１００ 

ここで、ＹＩ計算式の計算に使用される、色の三刺激値（Ｘ、Ｙ、Ｚ）25 

を簡単に説明すると、測定に使用する標準の光 （以下「測色用イルミナン
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ト」という。）を、測定対象である試料（例えばフィルム）を通過させて見

たときに、人間の目にどのように感じられるかを数値化したものであり、

Ｘ、Ｙ、Ｚとは、それぞれ赤色、緑色、青色に関してどのように感じるか

を数値化したものである。測定対象フィルムが、測色用イルミナントを吸

収することなく完全に透過させる場合（無色透明フィルムの場合）、ＹＩは5 

ゼロになる。 

そして、上記式のうち「Ｚ」は、測色用イルミナントを測定対象フィル

ムに通過させたときに、測色用イルミナントの青色部分が人間の目にどの

ように感じるかを数値化したものであって、具体的には、測色用イルミナ

ントの青色の分光感度である「Ｓ（λ）×ｚ（λ）」に、測定対象フィルム10 

の透過率「Ｒ（λ）」を掛け合わせた「Ｓ（λ）×ｚ（λ）×Ｒ（λ）」を、

可視光の波長領域（３８０～７８０ｎｍ）について足し合わせることによ

って求められ、測定対象フィルムが測色用イルミナントの青色光を吸収す

る場合は、青色領域における測定対象フィルムの透過率「Ｒ（λ）」が、無

色透明フィルムの透過率よりも下がるため、算出される測定対象フィルム15 

の「Ｚ」の値が、上述した無色透明フィルムの「Ｚ」の値よりも減少し、

ＹＩがゼロよりも大きい値をとることになる。 

しかし、人間の目は、波長が４００ｎｍ以下の青色光をほとんど感知し

ないことから、波長が４００ｎｍ以下の「Ｓ（λ）×ｚ（λ）」は極めて小

さく、このため、３８０ｎｍや４００ｎｍ付近の波長領域における測定対20 

象フィルムの透過率「Ｒ（λ）」が、無色透明フィルムの透過率よりも多少

下がったとしても、その結果、算出される測定対象フィルム「Ｚ」の値の、

無色透明フィルムの「Ｚ」の値からの減少の程度に対する影響は極めて限

定的である。 

このように３８０ｎｍや４００ｎｍ付近の波長を吸収する紫外線吸収25 

剤を用いたとしても、ＹＩに対する影響は極めて限定的であることは、本
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件優先日当時の技術常識であったものである。 

したがって、上述した本件優先日当時の技術常識に基づけば、３８０ｎ

ｍや４００ｎｍ付近の波長を吸収する紫外線吸収剤を含むフィルムが、直

ちに要件ｃを満足しない可能性があるということにはならない。 

ウ さらに、甲５１及び５４の記載によれば、波長３８０ｎｍ以下、あるい5 

は３７０ｎｍ以下の紫外線吸収能に優れ、かつ、黄変を防ぐ観点から波長

４００ｎｍ以上の可視光の吸収が可及的に少ないものが好ましいこと、こ

れを達成するために、紫外線吸収能に優れた紫外線吸収剤を用いて、これ

の使用量をもって調整すること、つまり、高い紫外線吸収能と黄変防止は

両立し得ることも、本件優先日当時からよく知られていた。 10 

エ 以上によれば、本件優先日前の上記技術常識に基づけば、当業者は、甲

２に記載された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが、要件ａとｃの双方を満たす可能性が

十分にあることを理解できるのであって、甲２記載の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが

要件ａないしｃを同時に満足しない可能性があることを理由に、甲１発明

Ａに甲２発明の紫外線吸収剤を適用する動機付けがないとした本件審決15 

の認定・判断は誤りである。 

オ 本件優先日前に公知でない乙 1 は、動機付けの欠如や阻害要因の根拠に

ならないが、乙１に示される「化合物Ｐの添加量とＹＩ値との関係」は、

ＹＩ値が低いフィルム（甲６８～７１）を使用すれば、要件ａも満たしつ

つ、ＹＩ値も１．３以下となり要件ｃも満たすフィルムが得られることを20 

示唆する。 

カ 甲７２の１の実験報告書は、本件優先日に公知である、ＹＩ値の低い、

優れた光学的透明性を有するラクトン環含有（メタ）アクリル系樹脂を用

いた場合、甲２に記載された化合物Ｐの添加量を調節することによって、

甲１発明Ａの要件ａと要件ｃの両立を達成できることを示している。 25 

⑶ 要件ａ及び要件ｂの両立について 
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甲１には、紫外線吸収能力が高い紫外線吸収剤を少量用いることで、要件

ａと要件ｂを同時に満たした例（実施例１ないし４）が開示されている。ま

た、甲１の実施例及び比較例を検討すると、紫外線吸収剤の添加量の増加に

応じてＴｇが低下する傾向にあることも開示されている。このように、甲１

自体が、紫外線吸収剤の添加量に応じてＴｇの低下度合いが変動することを5 

示しているのであって、翻って、紫外線吸収剤の添加量を少なくすることに

よりＴｇの低下を抑制し得ること、つまり、吸収能力の高い紫外線吸収剤を

使用して添加量を少なく調整することにより、要件ａと要件ｂを同時に満足

し得ることを示唆しているといえる。 

また、甲５５ないし５８の文献からも、紫外線吸収剤の添加量を調整する10 

ことによりＴｇの低下を抑制することは、本件優先日当時の技術常識であっ

たと認められる。 

以上のように、紫外線吸収剤の添加量に応じてＴｇが低下することを踏ま

えて、紫外線吸収剤の添加量を調整することにより、Ｔｇの低下を抑制する

ことは本件優先日当時の技術常識であった。そのため、当業者は、このよう15 

な本件優先日当時の技術常識を踏まえて、甲２記載の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐのよ

うに紫外線吸収能力が高いものであれば、使用量を少なく抑えることができ、

これによりＴｇの低下を抑制することで、要件ａ及びｂを同時に満たす可能

性が十分にあることを理解することができた。したがって、甲１、甲２、さ

らに請求人の提出したいずれの証拠にも、甲２に記載された化合物Ｋ、Ｏ、20 

Ｐが、甲１の要件ａ及びｂを同時に満足することが記載も示唆もされていな

いとした本件審決の認定・判断は誤りである。 

甲７２の１の実験報告書（前記⑵カ）は、甲２記載の紫外線吸収剤を使用

することによって、甲１発明の要件ａ及び要件ｂの両立を達成できることも

示している。 25 

⑷ 阻害要因について 
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ア 本件審決は、甲１の段落［００２７］の記載に基づき、化合物Ｋ、Ｐの

融点が甲１において好ましい下限である１１０℃を大きく下回っている

として、甲２に記載される化合物Ｋ、Ｐを甲１発明Ａに適用する動機付け

はないと判断した。 

しかし、甲１の段落［００２７］の記載によれば、甲１において、紫外5 

線吸収剤の融点は、甲１記載の発明に適した紫外線吸収剤に必須な要素と

いうよりも、付随的に備えられていれば好ましい点として挙げているにす

ぎない。 

また、甲１に記載された課題は、「優れた紫外線吸収能力を有するととも

に、優れた耐熱性、優れた光学的透明性を有する偏光子保護フィルムを提10 

供すること」（段落［０００６］）であって、甲１において、紫外線吸収剤

の融点が１１０℃以上であるとの点は、上記課題とは関係がない効果であ

る。甲１の実施例において、使用された紫外線吸収剤の融点に関する記載

は一切なく、甲１記載の発明に適した紫外線吸収剤を記載した文献として

甲２とともに挙げられている特開２００１－７２７８２号公報（甲６３）15 

には融点が２０℃以下である紫外線吸収剤の具体例が多数開示されてい

る。甲１の段落［００２９］、［００３０］には、甲１記載の発明に用いる

ことができるトリアゾール系紫外線吸収剤の具体例が挙げられているが、

その中には融点が１１０℃に満たない化合物がいくつも存在する。 

さらに、甲１の段落［００２７］は、紫外線吸収剤の融点が１３０℃以20 

上であると、加熱溶融加工時の揮発が少なくなることを理由に、フィルム

製造時のロール汚れを発生し難いと説明するが、紫外線吸収剤の揮発性は、

分子量を大きくするほど揮発性が低下する傾向があり（甲５）、融点のみが

原因でないことは技術常識であるから、当業者であれば、加熱溶融加工時

の揮発性やフィルム製造時のロール汚れの発生は、紫外線吸収剤の融点の25 

みが原因であるとは考えず、むしろ、甲２記載の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐの分子
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量を考慮すれば、甲１の実施例と比較して揮発性が低く、フィルム製造時

のロール汚れを防止できる可能性が十分にあると理解する。加えて、本件

優先日当時、ロールを使用するフィルム成形をするに際して、融点が１３

０℃を優に下回る紫外線紫外線吸収剤が問題なく使用されていた（甲９の

１・２、１０の１・２）。 5 

したがって、本件審決の上記判断は誤りである。 

イ 被告は、後記〔被告の主張〕⑴イのとおり、甲２の段落【０００４】の

記載や、紫外線吸収剤に吸収曲線のゆるやかな勾配があること（甲３２の

２）から、当業者は、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐについて、４００ｎｍ付近までの

光についても強い吸収性能を有するため黄色味を帯びる（ＹＩ値が上昇す10 

る）と理解するから、甲１発明Ａの紫外線吸収剤として化合物Ｋ、Ｏ、Ｐ

を採用することには阻害要因があると主張する。 

しかし、甲２の紫外線吸収剤は、甲１発明に適した紫外線吸収剤として

甲１自体に挙げられたものであるから、甲２の記載に基づいて、甲１発明

Ａの紫外線吸収剤に化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを採用する動機付けが阻害されるこ15 

とはない。 

加えて、前記⑵アのとおり、甲３２の２には、「３８４ｎｍを上限とする

カットオフの高い吸収剤」について、「全くあるいは殆ど黄色化の無い」と

説明しており、甲２の化合物Ｐはこれに該当する。そして、甲２に記載さ

れている化合物Ｋ、Ｏのλｍａｘ（最も強い光吸収を持つ波長）及びモル20 

吸光係数の値、並びに甲１３に記載されている化合物Ｐの吸収能を踏まえ

れば、甲２の記載に基づいて、甲１発明Ａの紫外線吸収剤に化合物Ｋ、Ｏ、

Ｐを採用することの動機付けが阻害されることはない。 

〔被告の主張〕 

⑴ア 甲１に記載された発明の目的は、「優れた紫外線吸収能力を有するとと25 

もに、優れた耐熱性、優れた光学的透明性を有する」ことである（段落［０
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００６］）。そして、段落［００３３］には、「上記偏光子保護フィルムの厚

み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％を超えると、十分

な紫外線吸収能力を発揮できないおそれがある。」と記載され、段落［００

３５］には「厚み８０μｍにおけるＹＩは、・・・ＹＩが１．３を超えると、

優れた光学的透明性が発揮されないおそれがある。」と記載されている。 5 

このように、甲１における「優れた紫外線吸収能力」は「偏光子保護フ

ィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％以下」

であること（要件ａ）によって評価され、また「優れた光学的透明性」は

「厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下」であること（要件ｃ）を一つ

の指標として評価されている。ＹＩは、黄色度の指標であり、数値が大き10 

いほど黄色度が大きいことを意味する（甲３１）ことから、黄色度の高い

フィルムは優れた光学的透明性を発揮しないことになる。 

一方、４００ｎｍまでの光を吸収する紫外線吸収剤を含むフィルムは、

３８０ｎｍを超える可視光を吸収するため、紫外線吸収剤の吸収曲線のゆ

るやかな勾配に起因して、以下の表（甲３２の１の表２）に示される光の15 

補色の関係により、フィルムが黄色味を帯びることは周知の技術事項であ

った（甲３２の１・２） 

 

 

 20 

 

 

 

そうすると、甲１発明Ａの紫外線吸収剤は、優れた紫外線吸収能力を発

揮するために、「偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍ25 

での光線透過率が３０％以下」（要件ａ）、つまり３８０ｎｍの光は十分に
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吸収するが、黄色味を防止するために、「厚み８０μｍにおけるＹＩが１．

３以下」（要件ｃ）、つまり３８０ｎｍを超える光の吸収は少ないという、

両立が困難な吸収性能を有する特殊な紫外線吸収剤であることが必要で

ある。 

そして、甲２の記載に接した当業者は、好ましい紫外線吸収剤として例5 

示された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを含む１２個の化合物は、甲２の接着剤組成物

に求められる、「非常に高いモル吸光度値、接着剤組成物への高溶解性およ

び優れた光安定性」を有するという点で好ましい化合物であり、３５０ｎ

ｍないし４００ｎｍの紫外線範囲にわたって強い吸収を有する化合物で

あると理解するから、これらが「３８０ｎｍの光は十分に吸収する一方で、10 

３８０ｎｍを超える光の吸収は少ない」という吸収性能を有するものであ

るとは理解しない。 

そうすると、当業者が、甲１発明Ａの紫外線吸収剤として、甲２に記載

された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを採用する動機付けは存在しない。 

イ 甲２の段落【００６８】には、化合物Ｋのλｍａｘ（最も強い光吸収を15 

持つ波長）が３５９ｎｍでモル吸光係数が６万であり、化合物Ｏのλｍａ

ｘが３５８ｎｍでモル吸光係数が５万５４００であることが記載されて

いるものの、甲２には「理想的な紫外線吸収剤は、２９０ｎｍないし４０

０ｎｍ、しかし特に３５０ｎｍないし４００ｎｍの紫外線範囲に渡って、

非常に光安定で且つ強い吸収を有するべきである。」と記載されている（段20 

落【０００４】）こと、及び紫外線吸収剤には吸収曲線のゆるやかな勾配が

ある（甲３２の２）ことを踏まえれば、当業者は、化合物Ｋ、Ｏは３５９

ｎｍや３５８ｎｍのみならず４００ｎｍ付近までの光についても強い吸

収性能を有するため黄色味を帯びる（ＹＩ値が上昇する）と理解し、化合

物Ｋ、Ｏと化学構造が非常に類似する化合物Ｐについても同様であると理25 

解する。 



23 
 

したがって、甲１発明Ａの紫外線吸収剤として甲２に記載された化合物

Ｋ、Ｏ又はＰを採用した場合には、フィルムが黄色味を帯びてしまい（つ

まり、ＹＩ値が上昇してしまい）、甲１発明Ａで必要とされる「優れた光学

的透明性」の目的が達成されなくなってしまうため、甲１発明Ａの紫外線

吸収剤として化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを採用することには、阻害要因が存在する。 5 

ウ 乙１の実験報告書（以下「乙１実験報告書」という。）は、甲１の実施例

で用いられた樹脂とほぼ同様の３８０ｎｍ透過率８５．１％でＹＩ値０．

９９の、主鎖にラクトン環を有するアクリル樹脂を合成し、この樹脂１０

０重量部に対して、ＣＧＬ７７７ＭＰＡ（この製品は甲２の化合物Ｐに相

当する。）の有効成分が甲１の段落［００４３］に記載された好ましい含有10 

量の範囲に包含される０．３～１．４重量部になるように添加することに

よって樹脂組成物を得た後、厚み８０μｍのフィルムを作成して、３８０

ｎｍ透過率（％）及びＹＩ値を測定したものである。その結果は以下の表

のとおりである。 

 CGL777MPA の有

効成分量 (重量部) 

380nm 透 過 率

(%) 
YI 値(E313-05) 

フィルム１ 0 85.1 0.99 

フィルム２ 0.3 29.2 1.57 

フィルム３ 0.4 20.3 1.68 

フィルム４ 1.3 2.6 2.82 

フィルム５ 1.4 1.2 2.91 

上記表のフィルム２の結果によれば、３８０ｎｍ透過率が３０％以下と15 

なるには、紫外線吸収剤を少なくとも０．３重量部となるように添加する

必要があるが、その場合のＹＩ値は１．５７であり、１．３を大きく上回

る。３８０ｎｍ透過率をさらに下げようと、紫外線吸収剤の添加量を増や

せば、さらに一層ＹＩ値は大きくなってしまう（フィルム３～５）。一方、
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ＹＩ値を１．３以下にするためには紫外線吸収剤の添加量をフィルム２の

０．３重量部より下げる必要があるが、そうすると３８０ｎｍ透過率を３

０％以下にすることができない（フィルム１）。 

そして、化合物Ｋ、Ｏの化学構造、λｍａｘ及びモル吸光係数が、化合

物Ｐと似ていることからすれば、化合物Ｋ、Ｏも化合物Ｐと同様の傾向を5 

示すと理解できる。 

したがって、紫外線吸収剤の添加量を調整しても、甲１発明Ａの要件ａ

と要件ｃを両立することはできない。 

エ 原告の出願に係る特開２０１７－８８７２８号公報（甲３７）の記載に

よれば、上記出願がされた平成２７年の時点においてすら、当業者である10 

原告自身が、「トリアジンと、トリアジンに結合した３つのヒドロキシフェ

ニル基とからなる骨格（（２－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリア

ジン骨格）」であるヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する紫外線吸

収剤を含め、通常の紫外線吸収剤では、波長３８０ｎｍまでの紫外線吸収

を向上させようとすると、可視光も吸収して偏光子保護フィルムが黄色味15 

を帯びてしまい、可視光に近い波長の紫外線吸収と可視光吸収とを独立し

て調節することができないことを認識していたと認められる。まして、本

件優先日当時に要件ａと要件ｃが両立できると当業者が考えるはずがな

い。 

オ 黄色度が低いフィルムを製造するための樹脂組成物である甲１発明Ａに20 

使用する紫外線吸収剤として、甲１の実施例で使用するような白色の紫外

線吸収剤に代えて、強いオレンジ色を呈する化合物Ｐ（甲１２、乙１）や、

同様にオレンジ色を呈すると理解される化合物Ｋや化合物Ｏを添加する

ことは、当業者であれば当然避けようとする。 

カ 甲１には、紫外線吸収剤を入れないでＹＩ値が０．９５であるラクトン25 

環含有（メタ）アクリル樹脂が具体的に記載されているだけであり（段落
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［０１２９］表１）、紫外線吸収剤無添加のフィルムのＹＩ値を下げれば紫

外線吸収剤添加フィルムのＹＩ値も下がること自体が、被告が提出した乙

１実験報告書をグラフ化してみて初めて理解し得ることであり、本件優先

日前に、甲１に接した当業者が、要件ｃを満たすためにＹＩ値が極力低い

ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂を選択することについて5 

動機付けられることはない。 

また、審判手続において審理判断されたのは、甲１に記載された発明の

紫外線吸収剤に代えて甲２の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを採用することを、当業者

が容易に想到し得るか否かであり、甲１に記載された「ラクトン環構造を

有する（メタ）アクリル系樹脂」として甲６８ないし７１に記載された特10 

定の樹脂を採用することを、当業者が容易に想到し得るか否かについては、

上記審判手続で審理判断されていない。そして、甲６８ないし７１は、厚

さ８０μｍのフィルムのＹＩ値が０．７以下の優れた光学的透明性を有す

るラクトン環構造含有（メタ）アクリル系樹脂が、本件優先日当時の技術

常識であったことを示すものでもない。 15 

甲６８ないし７１を用いた原告の主張は、甲１発明Ａに甲２記載の紫外

線吸収剤を適用するに際し、甲１発明Ａのラクトン環構造含有（メタ）ア

クリル系樹脂に代えて、甲６８ないし７１のいずれかに記載されているＹ

Ｉ値の低いラクトン環含有（メタ）アクリル系樹脂を適用し、これに甲２

記載の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを適用するとの新たな無効理由の主張であり、本20 

件訴訟の審理範囲を逸脱するものであり、許されない。 

⑵ア 甲１に記載された発明の目的は、前記⑴アのとおりであるところ、甲１

の段落［００３４］には、「上記偏光子保護フィルムのＴｇと上記紫外線吸

収剤を含まない以外は上記偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差

は、好ましくは２．５℃以内、より好ましくは２．３℃以内、さらに好ま25 

しくは２．０℃以内である。上記差が３℃を超えると、優れた耐熱性が発
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揮できないおそれがある。」と記載されており、甲１における「優れた耐熱

性」は、「偏光子保護フィルムのＴｇと上記紫外線吸収剤を含まない以外は

上記偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差が３℃以内」（要件ｂ）

であることによって評価されている。 

そして、甲１には、「本発明において特に好ましくは、トリアジン系紫外5 

線吸収剤とトリアゾール系紫外線吸収剤を併用することである。」と記載

され（段落［００２７］）、実施例においてもトリアジン系紫外線吸収剤と

トリアゾール系紫外線吸収剤が併用されている。 

甲１では、トリアジン系紫外線吸収剤とトリアゾール系紫外線吸収剤が

併用された［表１］の実施例１ないし４において、紫外線吸収剤を含まな10 

い比較例３のフィルムとのＴｇの差が３℃以内であり、耐熱性について優

れた効果が示されている。そして、紫外線吸収剤を併用しない比較例１な

いし３の各フィルムを対比すると、トリアジン系紫外線吸収剤のみを用い

る場合（比較例１）よりもトリアゾール系紫外線吸収剤のみを用いる（比

較例２）方が、ガラス転移点の低下が少なく、ＹＩ値、ｂ値の点でも優れ15 

ることが理解できる。 

そうであるにもかかわらず、耐熱性や光学的透明性の点でトリアゾール

系紫外線吸収剤よりも劣るトリアジン系紫外線吸収剤のみに着目して、こ

れを甲２に示される別のトリアジン系紫外線吸収剤に置き換えてみよう

とする動機付けは存在しない。 20 

イ 原告は、〔原告の主張〕⑶のとおり、甲１自体が、紫外線吸収剤の添加量

に応じてＴｇの低下度合いが変動することを示しているとし、また、甲５

５ないし５８を挙げて、紫外線吸収剤の添加量を調整することによりＴｇ

の低下を抑制することは、本件優先日当時の技術常識であったとして、甲

２記載の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐのように紫外線吸収能力が高いものであれば、25 

使用量を少なく抑えることができ、これによりＴｇの低下を抑制すること
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で、要件ａ及びｂを同時に満たす可能性が十分にあることを理解すること

ができたと主張する。 

しかし、甲１も甲５５ないし５８も、単に樹脂に紫外線吸収剤を多量に

添加するとＴｇが低下することを記載ないし示唆するにすぎないもので

あり、紫外線吸収剤の添加量によって甲１発明Ａの構成である要件ａと要5 

件ｂを両立できることは記載されていない。紫外線吸収剤を多量に添加す

れば紫外線吸収機能は向上するものの、Ｔｇが大きく低下してしまい（甲

５５～５８）、また、甲１によれば、紫外線吸収剤の違いによりＴｇの低下

の度合いに差があることが明らかであるから、要件ａと要件ｂを両立する

には、適切な紫外線吸収剤を用いる必要があるといえ、要件ａと要件ｂを10 

両立できるか否かが不明な化合物Ｋ等を甲１発明Ａに適用する動機付け

はない。 

⑶ 甲１の段落［００２７］には「紫外線吸収剤の融点は、１１０℃以上が好

ましく、１２０℃以上がより好ましい。紫外線吸収剤の融点が１３０℃以上

であれば、加熱溶融加工時の揮発が少なく、フィルム製造時のロール汚れを15 

発生し難い。」と記載されている。そして、甲１の段落［００２８］の記載や、

実施例１ないし４で用いられているトリアジン系紫外線吸収剤「ＴＩＮＵＶ

ＩＮ１５７７」の融点は１４７－１５１℃であること（甲３４）も併せれば、

甲１の上記記載に接した当業者は、甲１におけるトリアジン系紫外線吸収剤

としては、単に「優れた紫外線吸収能力」を有するというだけではなく、甲20 

１の目的を達成するため「優れた耐熱性、優れた光学的透明性」を有し、さ

らに、「加熱溶融加工時の揮発が少なくフィルム製造時のロール汚れも発生

しにくい」という性質を有していなければならないと理解する。 

しかし、当業者は、甲２に記載された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが「優れた耐熱性、

優れた光学的透明性」を有し、さらに、「加熱溶融加工時の揮発が少なくフィ25 

ルム製造時のロール汚れも発生しにくい」ものであるとは理解できない。 
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むしろ、化合物Ｋの融点は５５－５６℃であり（甲２６、【０１９１】Ｎｏ．

（１１））、化合物Ｐ（ＣＧＬ７７７ＭＰＡ）の融点は－２０℃であって（甲

１２の７頁）、甲１の段落［００２７］に示された「融点１３０℃」を大幅に

下回るから、甲１発明Ａの紫外線吸収剤として化合物Ｋ又はＰを採用した場

合には、甲１で必要とされる「加熱溶融加工時の揮発が少なくフィルム製造5 

時のロール汚れを発生し難い」という目的が達成されなくなることが明らか

である。化合物Ｏも、化合物Ｋ、Ｐとの構造の類似性から、同様に融点は低

いことが十分予想される。 

そうすると、甲１発明Ａにおける「紫外線吸収剤」、より具体的には、優れ

た紫外線吸収能力を有するのみならず、優れた耐熱性、優れた光学的透明性10 

を有し、かつ、加熱溶融加工時の揮発が少なくフィルム製造時のロール汚れ

も発生しにくい「ＴＩＮＵＶＩＮ１５７７」のような「トリアジン系紫外線

吸収剤」に代えて、融点が甲１に記載された「１３０℃」を大幅に下回る化

合物Ｋ、Ｏ、Ｐを積極的に用いる動機付けは存在せず、むしろ、これらの化

合物を用いた場合には、「加熱溶融加工時の揮発が少なくフィルム製造時の15 

ロール汚れも発生しにくい」という甲１発明Ａの目的が達成できなくなるた

め、阻害要因が存在する。 

３ 取消事由３（本件発明の効果に関する判断の誤り）について 

〔原告の主張〕 

⑴ 本件審決は、本件発明１のブリードアウトの抑制の効果（濁度変化量がゼ20 

ロであること）が予測し得ない効果であると判断しているが、この効果が予

測できない顕著な効果であることまで判断したものではなく、相違点に係る

構成（甲２の化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを甲１発明Ａに適用すること）が容易想到で

あることを前提にブリードアウトの抑制の効果を判断したものでもない。ま

た、被告も、本件審決の判断に誤りがないというにすぎない。したがって、25 

発明の効果が進歩性の判断に当たり有利に斟酌される余地はない。 
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⑵ 本件審決は、「甲２に記載される他の化合物から前記相違点に係る本件発

明１の紫外線吸収剤（甲２に記載された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐ）を区別し選択し

て甲１発明Ａに適用することを当業者は容易に想到し得ないのであるから、

本件発明１が奏する前記効果も、当業者が甲１及び甲２から予測し得たもの

とはいえない。」と述べているが、甲２に記載された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを甲１5 

発明Ａに適用することが容易想到ではないとするのであれば、そもそも本件

発明１の効果を論じる意味はなく、上記の認定は結論を先取りした論理で意

味があるものとは思われない。 

⑶ 光学フィルムなどの樹脂成形品の内部から紫外線吸収剤などの配合剤（添

加剤）が固体、液体又は気体となって外部に放出される現象の主たる要因が、10 

樹脂と配合剤との相溶性及び樹脂から分離した配合剤の樹脂表面への移動

（拡散移動現象）であること（甲７４、７５）、及び、紫外線吸収剤のフィル

ムの表面からの放出についても、樹脂と紫外線吸収剤との溶解のしやすさ（相

溶性）と樹脂から分離した配合剤の動きやすさ（移動・拡散）が重要な因子

として作用するものであり、分子量が大きい紫外線吸収剤は、分子の動きや15 

すさ（拡散移動現象）が抑制され、安定的に樹脂中に保留され、効果の持続

性（保留性）に優れること（甲５、７６、７７）は、本件優先日当時におい

て当業者にとって周知の技術的事項であり、本件発明と同じく三つのヒドロ

キシフェニル基を有するヒドロキシフェニルトリアジン紫外線吸収剤につい

て、長いアルキル基を導入することにより、室温あるいは６０℃の温度条件20 

化において、ブリードアウトが抑制され、紫外線吸収効果が持続することも

知られていた（甲７８）。化合物Ｋは、長いアルキル基を有し、分子量が大き

いものであり、甲１記載の発明に化合物Ｋを適用した場合、上記技術常識や

刊行物の記載に照らせば、紫外線吸収剤が揮発しない温度条件下においてブ

リードアウトが抑制されることを容易に予測することができた。 25 

⑷ 本件審決は、甲４では、ブリードアウトのしにくさを、紫外線吸収剤自体
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を加熱して、揮散性をしめす５質量％減少温度で評価し、本件明細書は、紫

外線吸収剤を添加した樹脂を成型したフィルムを１００℃に保持した熱風乾

燥器内に２００時間放置した際の濁度量変化で評価しており、両者が紫外線

吸収剤のブリードアウトのしにくさを全く異なる手法で評価しているなどと

して、本件発明１の効果が、甲４の記載から当業者に予測し得るものである5 

とはいえないと判断した。 

しかし、評価手法が異なることから直ちに本件明細書に記載されたブリー

ドアウト抑制方法が予測不可能であるとはいえない。 

また、相溶性が良好であれば紫外線吸収剤が樹脂から分離して樹脂成形物

の表面に移動し、ブリードアウトしたりフィルム表面から揮散することもな10 

いため、相溶性は常に紫外線吸収剤のブリードアウトや揮散の要因となり得

るものであり、また、紫外線吸収剤自体の５質量％減少温度が低いというこ

とは、熱に弱いことを意味し、フィルムの表面に移動した紫外線吸収剤が、

分解して液状・粉状になったり、気体となって空気中に移動しやすくなるた

め、紫外線吸収剤自体の５質量％減少温度も相溶性も、紫外線吸収剤のブリ15 

ードアウトや揮散の要因であるから、本件審決のように、それぞれが何に起

因して生じるのかを検討することは意味がない。 

しかも、甲４の記載からは、ブリードアウトの抑制や光学フィルムにおけ

る紫外線吸収効果の持続性は、当業者にとって本件優先日時点における公知

の課題であったことが理解できるところ、このようなブリードアウトの抑制20 

を濁度変化量で評価したことをもって、本件発明の効果が、当業者が予測す

ることができた範囲を超える顕著なものであったとはいえない。 

⑸ ブリードアウトの抑制が樹脂と紫外線吸収剤の相溶性に起因するのであれ

ば、紫外線吸収剤が混合される熱可塑性アクリル樹脂の種類・構造によって

その程度に差異があることが予想されるが、本件明細書には、ラクトン環構25 

造以外の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂を含む樹脂組成物が、
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濁度変化量等において、いかなる効果を奏するのかを認識し得るような記載

はない。 

したがって、本件審決が、本件特許の請求項１に記載の熱可塑性アクリル

樹脂であればすべからく相溶性に起因するブリードアウト抑制の効果が生じ

ることを前提に、本件発明１の効果を予測し得ないものと判断したことは誤5 

りである。 

⑹ 本件審決は、本件明細書の実施例において濁度変化量がゼロとなっている

点に着目している。しかし、実施例と比較例の濁度変化量の差はわずか０．

１％程度であり、本件明細書における濁度変化量の測定は、０．１％程度の

わずかなフィルムの透明度の変化をとらえる測定であり、溶融押出フィルム10 

の状態や、溶融押出フィルムから５㎝×５㎝のフィルムを切り出す場所によ

って測定値が変化する。しかも、そもそも濁度（ヘイズ）の測定精度には限

界があり、不可避的に誤差を伴うものである上、二つの濁度の測定値から差

を求める手法では測定に伴う誤差はさらに大きくなるから、本件明細書に記

載された濁度変化量の差は誤差の範囲内であり、意味のある結論を導くこと15 

はできない。 

⑺ 被告は、後記〔被告の主張〕⑶のとおり、乙３の実験成績証明書に基づく

主張をする。 

しかし、本件優先日の後に作成された乙３を、樹脂がラクトン環構造以外

の環構造でも本件発明の効果が奏されるとの主張の根拠として引用すること20 

は、特段の事情がない限り許されない。 

しかも、熱可塑性アクリル樹脂は、ラクトン環構造が主鎖のものと、他の

環構造が主鎖のものとでは、樹脂の一次構造が全く異なっており、それによ

って相溶性等の物性が異なり、それらを含む樹脂組成物の濁度変化量を測定

すれば、それぞれ異なる結果が得られることは、当業者の技術常識に照らし25 

容易に想到される。本件明細書の段落【００２６】にも、ラクトン環構造と
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グルタルイミド構造とでは、一次構造が異なることによって化学的性質が異

なることが示されている。このように、本件明細書には、ラクトン環構造以

外の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂を含む樹脂組成物が、濁度

変化量においていかなる効果を奏するのかを認識し得る記載はなく、本件明

細書の記載から、当業者がその効果を推論することもできないから、乙３は、5 

本件における証拠として意味を有しない。 

〔被告の主張〕 

以下に述べるとおり、本件発明が奏する効果である「ブリードアウト」の抑

制は、当業者が本件発明の構成が奏するものとして予測することができない効

果である。 10 

⑴ 本件明細書の記載（段落【０１６９】、【０２０２】～【０２０４】、【表１】）

によれば、本件発明では、樹脂組成物から成型したフィルムについて、１０

０℃、２００時間の熱風乾燥処理の前後における濁度変化量を測定し、濁度

変化量が小さいことをもって「ブリードアウト」が抑制されたと評価してい

る。すなわち、本件発明の「ブリードアウト」は、「紫外線吸収剤が揮発しな15 

い温度条件下」で、紫外線吸収剤と樹脂との相溶性に起因して紫外線吸収剤

がフィルムの内部から表面にゆっくり移動することにより生じる、フィルム

表面の濁りの変化量を測定する濁度変化量で評価したものである。 

これに対し、甲４では、「極めて高い温度（紫外線吸収剤が揮発する温度）

条件下」で、紫外線吸収剤自体の５質量％減少温度を測定し、紫外線吸収剤20 

単独での揮散性が低いことをもってブリードアウトし難いと評価したもので

あるから、本件発明と甲４の「ブリードアウト」は全く異質なものである。 

また、甲５には、紫外線吸収剤の高分子量化により揮発性の低下が可能で

あると記載されているが、本件発明の「ブリードアウト」は、紫外線吸収剤

と樹脂との相溶性の影響を大きく受け、紫外線吸収剤単独での揮発性では決25 

まらない。 
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⑵ 濁度は、全光線透過率に対する拡散透過率の比として定義されるものであ

り（乙６）、本件明細書において濁度計で測定されるフィルムの濁度は、フィ

ルム全体を通過する光のうちの散乱される光の割合であることから、フィル

ムの濁度変化量が小さいということは、紫外線吸収剤が揮発しない温度で長

期間放置した後でも、紫外線吸収剤がフィルム表面に析出しないのみならず5 

フィルム内部でも紫外線吸収剤が凝集析出しないために、フィルム全体にわ

たって濁度をほとんど生じないことを意味する。 

これに対し、甲５、７４、７６、７７は、フィルム内部での紫外線吸収剤

の凝集析出までを含む濁度変化のことは記載されておらず、甲７５は、可塑

剤と樹脂の相溶性について記載されたものであって、紫外線吸収剤と樹脂の10 

相溶性について記載するものではない。 

また、本件明細書における濁度変化量と、甲７７で測定されている「ヘイ

ズ値の差」とは、評価対象が異なり、具体的な評価方法も異なる。 

さらに、本件発明において、フィルムの濁度変化量が小さいということは、

紫外線吸収剤が揮発しない温度で長期間放置した後でも、紫外線吸収剤がフ15 

ィルム表面に析出しないのみならず、フィルム内部でも紫外線吸収剤が凝集

析出しないことを意味するのに対し、甲７８の実施例Ｂ２で「視覚的なブリ

ーミングは発生しなかった」と記載されているのは、紫外線吸収剤がフィル

ム表面に析出しなかったことを意味するにすぎないから、甲７８に本件明細

書の実施例と同様の効果が示されているとはいえない。 20 

したがって、長いアルキル基を有する分子量が大きい化合物Ｋを甲１記載

の発明に適用した場合でも、１００℃で２００時間放置後の濁度変化量が小

さいことを当業者が容易に予測できたとはいえない。 

⑶ 原告は、本件発明のうち、ラクトン環の場合についてのみ構成の容易想到

性を主張しており、他の環の場合については構成の容易想到性を主張できて25 

いないのであるから、他の環の場合に濁度変化量等の効果が奏されるかどう
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かを問題にしても、本件審決の結論に影響を及ぼさない。 

なお、ラクトン環構造以外の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂

を含む樹脂組成物においても、ラクトン環構造を主鎖に有する熱可塑性アク

リル樹脂の場合と同様に濁度変化量がゼロになることは、乙３の実験成績証

明書に示すとおりである。 5 

⑷ 本件明細書では、段落【０１６９】に記載のとおり、５㎝×５㎝のサンプ

ルの濁度を測定した後、このサンプルを１００℃に保持した熱風乾燥器内に

２００時間放置し、放置後の濁度を測定しており、使用された濁度計は５㎝

×５㎝のサンプルの濁度をそのまま測定できる装置であって、サンプルを濁

度計の同じ位置にセットすることにより２００時間放置前後でサンプルの測10 

定部位は一致する。 

また、汚染が生じないように実験を行うことは、当業者にとって当然のこ

とであり、本件優先日前の２００３年当時に存在していた上記濁度計の後継

機種において、測定精度は「ＪＩＳ Ｋ７３６１－１の方法にて再現性（１

００．００）フルスケールに対して、０．０５％以内」とされている（乙１15 

０）から、汚染の影響や濁度の測定精度の限界による誤差の発生は、全く問

題にならない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 本件発明の技術的意義等 

⑴ 特許請求の範囲 20 

本件特許に係る特許請求の範囲の記載のうち、請求項１及び６は、前記第

２の２のとおりである。 

⑵ 本件明細書の記載 

本件明細書の記載は、別紙２「本件明細書の記載」のとおりである。 

⑶ 本件発明の概要 25 

上記⑴の特許請求の範囲及び上記⑵の本件明細書の記載によれば、本件発
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明の技術分野、背景技術、本件発明の効果は、以下のとおり認められる。な

お、本項に挙げた本件明細書の段落のうち、実施例及び比較例の樹脂組成物

の製造方法に関して記載した段落並びにこれらの樹脂組成物又は樹脂組成物

を成形して得られたフィルムの特性の試験方法に関して記載した段落につい

ては、別紙２において当該段落の記載を挙げていないものもある。 5 

ア 技術分野 

本発明は、耐熱性透明材料として好適な熱可塑性樹脂組成物と、当該組

成物からなる樹脂成形品ならびに樹脂成形品の具体的な一例である偏光

子保護フィルムとに関するものである。（段落【０００１】） 

イ 背景技術 10 

アクリル樹脂は、紫外線を含む光に曝されると黄変して透明度が低下す

ることがあり、これを防ぐ方法として、紫外線吸収剤（ＵＶＡ）を添加す

る方法が知られている。しかし一般的なＵＶＡでは、ＵＶＡを添加したア

クリル樹脂組成物を成形する際に発泡が生じたり、ＵＶＡがブリードアウ

トしたりすることがある。樹脂あるいは樹脂組成物のガラス転移温度（Ｔ15 

ｇ）が高くなると、より高い成形温度が必要となる。このため、主鎖に環

構造を有するアクリル樹脂にＵＶＡを添加すると、得られた樹脂成形品に

発泡やＵＶＡのブリードアウトが生じやすい。これらの問題を考慮し、従

来、少量の添加により高い紫外線吸収効果が得られるとされるトリアジン

系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物及びベンゾフェノン系化合物が、20 

ＵＶＡとして、アクリル樹脂と組み合わせて用いられてきた。（段落【００

０２】～【０００６】） 

ウ 発明が解決しようとする課題 

しかしながら、これらの化合物は、主鎖に環構造を有し、ガラス転移温

度（Ｔｇ） が高いアクリル樹脂との相溶性に課題が残り、また、高温での25 

成形時における発泡、ブリードアウトの発生の抑制も必ずしも十分である
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とはいえず、アクリル樹脂の成形温度が高くなると、発泡およびブリード

アウトが発生しやすくなるとともに、ＵＶＡの蒸散に伴う問題（得られた

樹脂成形品における紫外線吸収能の低下、蒸散したＵＶＡによる成形装置

の汚染）が生じやすくなる。（段落【０００７】） 

本件発明は、アクリル樹脂とＵＶＡとを含む樹脂組成物であって、Ｔｇ5 

の高さに基づく優れた耐熱性を有しながら、高温での成形時においても、

発泡、ブリードアウトなどの発生が抑制され、ＵＶＡの蒸散による問題の

発生を低減できる樹脂組成物を提供することを目的とする。（段落【０００

８】） 

エ 課題を解決するための手段 10 

本件発明の樹脂組成物は、ラクトン環構造などの環構造を主鎖に有する

熱可塑性アクリル樹脂と、「トリアジンと、トリアジンに結合した３つのヒ

ドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－ヒドロキシフェニル）－１，３，

５－トリアジン骨格）」であるヒドロキシフェニルトリアジン骨格（本件ヒ

ドロキシフェニルトリアジン骨格）を有する、分子量が７００以上のＵＶ15 

Ａと、を含み、１１０℃以上のＴｇを有することを、技術的特徴とするも

のである。（段落【０００９】） 

オ 本件発明の効果 

本件発明の樹脂組成物は、１１０℃以上という高いＴｇに基づく優れた

耐熱性を示すとともに、高温での成形時においても発泡、ブリードアウト20 

の発生が抑制され、ＵＶＡの蒸散による問題の発生が少ない。（段落【００

１５】） 

カ 発明を実施するための形態 

ＵＶＡの分子量は７００以上であり、８００以上が望ましく、９００以

上がより好ましい。ＵＶＡは２種以上の化合物の混合物であってもよく、25 

主成分である化合物の分子量が７００以上であればよい。本件明細書にお
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ける主成分とは、最も含有量（含有率）が多い成分を意味し、その含有率

は典型的には５０％以上である。（段落【００６１】、【００６３】） 

本件明細書には、実施例１ないし５として、本件発明に係る熱可塑性樹

脂組成物として、主鎖にラクトン環構造を有するアクリル樹脂（Ａ－１）

とＵＶＡとを含み、当該ＵＶＡとして、「本件明細書において式（８）とし5 

て示された、本件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有するＵＶＡ（分

子量９５８）を主成分とし、分子量７７３及び分子量１１４２のＵＶＡを

副成分とするＣＧＬ７７７ＭＰＡ」（段落【０１７５】）を含み、Ｔｇが１

２２～１２８℃である樹脂組成物が示されている。（段落【０１７０】～【０

１８９】） 10 

また、本件明細書には、比較例に係る熱可塑性樹脂組成物として、主鎖

にラクトン環構造を有するアクリル樹脂（Ａ－５）とＵＶＡとを含み、当

該ＵＶＡとして、「ベンゾトリアゾール骨格を有するＵＶＡ（アデカスタブ

ＬＡ－３１、分子量６５９）」（比較例１及び比較例２）、「ベンゾトリアゾ

ール骨格を有するＵＶＡ（Sumisorb３００、分子量３１５）」（比較例３）、15 

又は、「トリアジンにヒドロキシフェニル基が１つ結合した骨格を有する

ＵＶＡ（ＣＧＬ４７９（ＴＩＮＵＶＩＮ４７９）、分子量６７６）」（比較例

４）を含む、樹脂組成物が示されている。（段落【０１９０】～【０１９８】） 

本件明細書には、これらの樹脂組成物を用いて、樹脂組成物自体の特性

（ガラス転移温度、発泡性、飛散性）、及び、樹脂組成物を成形して得られ20 

たフィルムの特性（透過率（％，３８０ｎｍ）、透過率（％，５００ｎｍ）、

昇華性、濁度変化量）について、試験した結果が示されている（段落【０

１５６】～【０１７０】、【０１９９】～【０２０２】、【表１】）。 

本件明細書には、表１に示される結果について、 

「表１に示すように、実施例の樹脂組成物では、高いガラス転移温度、25 

紫外線吸収能および可視光透過性を実現しながら、成形時におけるＵＶＡ
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の昇華性および飛散性を比較例に比べて抑制できた。また、実施例の樹脂

組成物では、成形時の発泡の発生が抑制された。 

実施例の樹脂組成物から作製した樹脂フィルムの濁度変化量は、比較例

（比較例１を除く）の樹脂組成物から作製した樹脂フィルムに比べて小さ

かった。実施例の樹脂組成物から作製した樹脂フィルムでは、比較例に比5 

べて、フィルム成形後の熱によるＵＶＡのブリードアウトが抑制されたと

考えられる。」と記載されている（段落【０２０３】、【０２０４】）。 

２ 取消事由１（審理不尽）について 

原告は、取消事由１として本件審決の審理不尽を主張するが、その実質は甲

１に記載された発明の認定の誤りを主張するものと解されるので、以下、甲１10 

に記載された発明について検討し、これを基に取消事由１が認められるか否か

を検討する。 

⑴ 甲１の記載 

甲１には、別紙３「甲１の記載」のとおりの記載がある。 

⑵ 甲１に記載された発明について 15 

ア 甲１に記載された発明は、優れた紫外線吸収能力を有するとともに、優

れた耐熱性、優れた光学的透明性を有する偏光子保護フィルムを提供する

ことを解決しようとする課題の一つとするものであり（段落［０００６］）、

当該課題を解決するための手段として、（メタ）アクリル系樹脂を主成分と

して含み紫外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムであって、該偏光子保20 

護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％

以下であり、該偏光子保護フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含まない以

外は該偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差が３℃以内、厚み８

０μｍにおけるＹＩが１．３以下であることが記載されている（段落［０

００７］）。 25 

甲１には、偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの
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光線透過率が３０％を超えると、十分な紫外線吸収能力を発揮できないお

それがあること（段落［００３３］）、偏光子保護フィルムのＴｇと紫外線

吸収剤を含まない以外は偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差

が３℃を超えると、優れた耐熱性が発揮できないおそれがあること（段落

［００３４］）、偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３5 

を超えると、優れた光学的透明性が発揮されないおそれがあること（段落

［００３５］）が記載されている。 

イ 甲１には、紫外線吸収剤として、トリアジン系紫外線吸収剤である「チ

ヌビン１５７７」、及び、トリアゾール系紫外線吸収剤である「アデカスタ

ブＬＡ－３１」を使用し、ラクトン環含有アクリル系樹脂を用いて作製し10 

た、実施例１ないし４及び比較例１ないし３の厚さ８０μｍの偏光子保護

フィルムについて、ガラス転移温度（Ｔｇ）、全光線透過率、３８０ｎｍの

光線透過率、ＹＩ値などの特性を評価した結果が示されている（別紙３の

［表１］のとおり。）。 

当該結果によれば、紫外線吸収剤が配合されたフィルムである実施例１15 

ないし４並びに比較例１及び２は、いずれも「３８０ｎｍの光線透過率は

３０％以下」という条件を満たすものであるが、このうち「Ｔｇの差が３℃

以内」との条件及び「ＹＩが１．３以下」との条件を満たすのは、実施例

１ないし４だけである。 

ウ 甲１において、偏光子保護フィルムは（メタ）アクリル系樹脂及び紫外20 

線吸収剤を含む樹脂組成物から形成されるところ（段落［００５４］）、甲

１の請求の範囲には、請求項１において、「（メタ）アクリル系樹脂を主成

分として含み紫外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムであって、該偏光

子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３

０％以下であり、該偏光子保護フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含まな25 

い以外は該偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差が３℃以内、厚
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み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下である、偏光子保護フィルム。」と記

載され、該偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光

線透過率が３０％以下（本件審決にいう「要件ａ」）、該偏光子保護フィル

ムのＴｇと該紫外線吸収剤を含まない以外は該偏光子保護フィルムと同

じフィルムのＴｇの差が３℃以内（本件審決にいう「要件ｂ」）、（該偏光子5 

保護フィルムの）厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下（本件審決にい

う「要件ｃ」）という特性を有するものであることが特定されている。 

また、請求項２においては、「前記（メタ）アクリル系樹脂が、ラクトン

環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂である、請求項１に記載の偏光子

保護フィルム。」と記載されており、請求項１に記載された発明における10 

（メタ）アクリル系樹脂について、甲１の実施例において使用するラクト

ン環含有アクリル系樹脂であることが特定されている。 

エ 以上によれば、甲１には、本件審決が認定した甲１発明Ａ（前記第２の

４⑴）が記載されていると認められる。 

また、甲１には、実施例１の偏光子保護フィルムの作製に関する記載の15 

箇所などに樹脂組成物の製造方法に関する記載が存在すると認められる

から、甲１には、本件審決が認定した、樹脂組成物の製造方法の発明であ

る甲１発明Ｂ（前記第２の４⑴）も記載されていると認められる。 

⑶ 甲１に記載された発明の認定に関する原告の主張について 

原告は、前記第３の１〔原告の主張〕のとおり、甲１に記載された発明の20 

認定として要件ａないしｃを考慮すべき理由は無く、「主引用発明１」のとお

り認定すべきであると主張する。 

しかし、前記⑵アのとおり、甲１には、偏光子保護フィルムの厚み８０μ

ｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％を超えると、十分な紫外線吸

収能力を発揮できないおそれがあること（段落［００３３］）、偏光子保護フ25 

ィルムのＴｇと紫外線吸収剤を含まない以外は偏光子保護フィルムと同じフ
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ィルムのＴｇの差が３℃を超えると、優れた耐熱性が発揮できないおそれが

あること（段落［００３４］）、偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける

ＹＩが１．３を超えると、優れた光学的透明性が発揮されないおそれがある

こと（段落［００３５］）が記載されている。そして、甲１に記載された発明

は、紫外線吸収剤を含む樹脂組成物から形成されるフィルムが、要件ａない5 

しｃを同時に満たすという効果を奏する構成のものであることをもって、「優

れた紫外線吸収能力を有するとともに、優れた耐熱性、優れた光学的透明性

を有する偏光子保護フィルムを提供する」（段落［０００６］）という技術的

思想を把握することができる。 

また、甲１は、実施例において、紫外線吸収剤の種類や添加量を変えて適10 

用し、要件ａないしｃを満たすか否か検討し、確認しているが、この点につ

いて、当業者であれば実験によって確認するまでもなくあらかじめ把握する

ことができたとは認められない。そうすると、甲１発明Ａの構成として本件

審決が認定した要件ａないしｃは、紫外線吸収剤を含む樹脂組成物から形成

されるフィルムの構成を特定する事項であるとともに、紫外線吸収剤の種類15 

や添加量などを変更することで、樹脂組成物から形成されるフィルムがそれ

らの要件を同時に満たすものであるか否か検討し、確認される、「フィルムに

よって奏される効果」を表すものでもあり、このような紫外線吸収剤を含む

樹脂組成物から形成される「フィルムによって奏される効果」でもある要件

ａないしｃを、フィルムを形成する樹脂組成物である甲１に記載された発明20 

の構成の一部として認定することについて問題はない。 

以上によれば、本件審決が、紫外線吸収剤を含む樹脂組成物から形成され

る「フィルムによって奏される効果」でもある要件ａないしｃを、甲１に記

載された発明の構成として含む、甲１発明Ａを認定したことは、本件発明１

に示された技術的思想と対比する上で必要な限度で、甲１に示された技術的25 

思想を表す構成について認定するものであって、不当な点は認められない。 
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また、紫外線吸収剤を甲２に記載のトリアジン系紫外線吸収剤と認定しな

かったことについては、甲１の段落［００２７］におけるトリアジン系紫外

線吸収剤などについての記載は、紫外線吸収剤の例を示すものにすぎないか

ら、当該記載のみに基づき、甲１に記載された発明の構成として、「甲２に記

載のトリアジン系紫外線吸収剤」を含有するとの構成を、積極的、優先的に5 

選択すべきであるとまでは認められない。 

そして、上記のとおり、紫外線吸収剤を含む樹脂組成物から形成される「フ

ィルムによって奏される効果」でもある要件ａないしｃを、フィルムを形成

する樹脂組成物である甲１に記載された発明の構成の一部として認定した上

で、樹脂組成物に含まれる紫外線吸収剤について、本件審決のように単に「紫10 

外線吸収剤」と認定しても、そのような認定に基づいて本件発明１との対比

及び判断を誤りなくすることは可能であり、進歩性を判断する上での過不足

があるとも認められない。 

そうすると、本件審決が、甲１に記載された発明に係る樹脂組成物に含ま

れる紫外線吸収剤について、「甲２に記載のトリアジン系紫外線吸収剤」と認15 

定しなかったことに、誤りはない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

⑷ 本件無効審判請求に係る審判手続に審理不尽の違法があるか 

ア 上記⑵及び⑶のとおり、甲１に記載された発明の認定について、本件審

決に誤りがあるとは認められない。したがって、本件審決における甲１記20 

載の発明の認定に誤りがあることを根拠として、本件無効審判請求に係る

審判手続に審理不尽の違法があったと認める余地はない。 

イ 原告は、取消事由１に関し、甲１に記載された発明に、甲２に記載の紫

外線吸収剤を適用することの動機付けについての本件審決の判断が誤り

であることも主張しているが、この点は、容易想到性の判断に関連する事25 

項であるから、取消事由２において判断する。 
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なお、仮に上記動機付けについての本件審決の判断に誤りがあったとし

ても、そのことをもって、本件無効審判請求に係る審判手続に審理不尽の

違法があると直ちに認められることにはならず、他に上記審判手続に審理

不尽の違法があることを根拠付ける事情は認められない。 

⑸ 取消事由１に関する結論 5 

以上によれば、本件無効審判請求に係る審判手続に審理不尽の違法がある

とは認められず、取消事由１には理由がない。 

３ 取消事由２（本件審決の認定した引用発明に基づく進歩性判断（相違点に関

する判断）の誤り）について 

⑴ 本件発明１と甲１発明Ａとの一致点及び相違点について 10 

甲１発明Ａを前記第２の４⑴のとおり認定すれば、本件発明１と甲１発明

Ａとの一致点及び相違点は、本件審決が認定した第２の４⑵アのとおりであ

ると認められる。 

⑵ 甲２について 

甲２は、特表２００２－５４３２６５号公報であり、甲１の段落［００２15 

７］において甲２が挙げられている。 

甲２には、別紙４「甲２の記載」のとおりの記載がある。この記載によれ

ば、甲２には以下の事項が記載されていると認められる。 

ア 甲２は、積層品または多層構造物における接着剤層として使用するのに

適当な安定化された接着剤組成物に関する発明（段落【００２１】）につい20 

て開示する特許出願に係る文献であり、特許請求の範囲における請求項１

には、接着剤組成物に含まれるｓ－トリアジン紫外線吸収剤は、請求項１

に記載の式Ｉ～式ＶＩで表されるもの又はそれらの混合物であることが

記載され、請求項１を引用する請求項８には、ｓ－トリアジン紫外線吸収

剤として、化合物Ｋに相当する「（７） ２，４，６－トリス（２－ヒドロ25 

キシ－４－イソオクチルオキシカルボニルイソプロピリデンオキシフェ
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ニル）－ｓ－トリアジン」、化合物Ｏに相当する「（１１） ２，４，６－

トリス［２－ヒドロキシ－４－（３－第二ブチルオキシー２－ヒドロキシ

プロピルオキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン」、及び、化合物Ｐに相当す

る「（１２） ２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ

－トリアジンとイソオクチルα－ブロモプロピオネートとの反応により5 

製造される混合物」を含む、１２種類の化合物が記載されている。 

イ 甲２には、明細書の発明の詳細な説明において、上記１２種類の化合物

のうち、化合物Ｋ及び化合物Ｐを含む４種類の化合物が好ましいものであ

ること（段落【００２９】）が記載されており、また、トリアジン系紫外線

吸収剤は、製品の接着剤層中だけでなく、ポリマーフィルムなどの製品の10 

他の層に直接混入される場合にも、同様に利点がある紫外線吸収保護が前

記製品に行われること（段落【００５９】）についても記載されている。 

ウ 甲２には、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを含む上記１２種類の化合物の化学構造式

も記載されているところ（段落【００２８】）、それらの化学構造式による

と、本件審決第６の２⑴イ(ｲ)に認定されているとおり、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐ15 

はいずれも、本件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有するものであり、

かつ、その分子量は７００以上のものである。 

エ 甲２には、実施例１において、複数の紫外線吸収剤の紫外線吸収能が示

されており（段落【００６７】、【００６８】、【表１】）、トリアジン系紫外

線吸収剤に対するモル吸収値は、比較のために示された典型的なベンゾト20 

リアゾール系紫外線吸収剤及びベンゾフェノン系紫外線吸収剤のいずれ

の値よりも非常に大きいと記載されている（段落【００６７】）。 

オ 甲２には、理想的な紫外線吸収剤は、特に３５０ｎｍないし４００ｎｍ

の紫外線範囲に渡って、非常に光安定で且つ強い吸収を有するべきである

と記載されている（段落【０００４】）ところ、【表１】によれば、λｍａ25 

ｘ（最大吸収波長）は、化合物Ｋが波長３５９ｎｍに、化合物Ｏが波長３
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５８ｎｍに、それぞれ有するものとされている。 

また、ある物質が光を吸収する度合いを定量的に表す指標であるモル吸

光係数は、その値が大きいほど光の吸収能が高いことを示すところ、甲２

の【表１】によれば、トリアジン系紫外線吸収剤である化合物Ｆ、Ｋ、Ｎ、

Ｏの４種類の化合物は「３５０ｎｍないし４００ｎｍの紫外線範囲」にλ5 

ｍａｘを有しており、このうち化合物Ｋ及び化合物Ｏは、化合物Ｆ及び化

合物Ｎよりも、モル吸光係数が大きい数値となっていることから、化合物

Ｋ及び化合物Ｏは紫外線の吸収能が高いことが理解できる。なお、【表１】

には、化合物Ｐについてのλｍａｘ、モル吸光係数の値は示されていない。 

⑶ 甲１発明Ａに甲２の紫外線吸収剤を適用することの動機付けの有無につい10 

て 

ア(ｱ) 前記⑵のとおり、甲１の段落［００２７］に甲２の公表特許公報が挙

げられている。そして、その記載は、「上記紫外線吸収剤としては、例え

ば、本発明に適した任意の紫外線吸収剤を選択できる。例えば、特開２

００１－７２７８２号公報や特表２００２－５４３２６５号公報に記載15 

の紫外線吸収剤が挙げられる。」というものである。この記載によれば、

甲１には、甲２に記載されている紫外線吸収剤を甲１の偏光子保護フィ

ルムに用いることの示唆があり、かつ、甲２に記載されている紫外線吸

収剤を「本発明に適した・・・紫外線吸収剤」と記載しているというこ

とができる。 20 

(ｲ) 甲２は、接着剤組成物に関する発明（段落【００２１】）について開示

する特許出願に係る文献であり、接着剤組成物は、接着剤と、高溶解性、

高モル吸光性および光安定の、【請求項１】に挙げられた式Ｉ、ＩＩ、Ｉ

ＩＩ、ＩＶ、ＶまたはＶＩで表されるｓ－トリアジン紫外線吸収剤又は

それらの混合物とからなるものであるとされており、甲２にはトリアジ25 

ン系紫外線吸収剤について記載が存在する。そして、当該請求項１を引
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用する請求項８には、トリアジン系紫外線吸収剤として、化合物Ｋ、Ｏ、

Ｐを含む１２種類の化合物が記載され、段落【００２９】には、上記１

２種類の化合物のうち、化合物Ｋ及び化合物Ｐを含む４種類の化合物が

好ましいものであることが記載されている。甲２には、化合物Ｋ、Ｏ、

Ｐを含む上記１２種類の化合物の化学構造式も記載されており、当業者5 

であれば、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが、いずれも本件ヒドロキシフェニルトリ

アジン骨格を有するものであり、かつ、その分子量は７００以上のもの

であることを理解するといえる。 

また、甲１発明Ａは、該樹脂組成物を厚さ８０μｍの偏光子保護フィ

ルムに成形した場合に、該偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける10 

３８０ｎｍでの光線透過率が３０％以下となる（要件ａ）樹脂組成物で

あるが、甲２の【表１】によれば、甲２で開示されている化合物Ｋ、Ｏ

は、３５０ｎｍないし４００ｎｍの紫外線範囲にλｍａｘ（最大吸収波

長）を有し、かつ、モル吸光係数が大きい数値となっていて、紫外線の

吸収能が高いことが理解できるものである。 15 

(ｳ) 前記２⑵エ及び前記第２の４⑴のとおり、甲１発明Ａは、該樹脂組成

物を厚さ８０μｍの偏光子保護フィルムに成形した場合に、この偏光子

保護フィルムが要件ａないしｃを満たすものとなる、すなわち、該偏光

子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が

３０％以下であり、該偏光子保護フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含20 

まない以外は該偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差が３℃

以内、厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下となる、樹脂組成物であ

る。そうすると、仮に、ある紫外線吸収剤について、これを用いて樹脂

組成物を製造し、この樹脂組成物から偏光子保護フィルムを作製した場

合に、当該偏光子保護フィルムが要件ａないしｃの全てを同時に満たす25 

ことがないと当業者が認識するものであれば、当業者はこの紫外線吸収
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剤を甲１発明Ａに適用することの動機付けを持たないということがで

きる。 

しかし、上記のとおり、甲１において、甲２に記載されている紫外線

吸収剤を「本発明に適した・・・紫外線吸収剤」とする記載があり、か

つ、甲２において、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを含む１２種類のトリアジン系紫5 

外線吸収剤が具体的に開示され、その中でも化合物Ｋ、Ｐを含む４種類

が好ましいとされ、化合物Ｋ、Ｏについて紫外線の吸収能が高いことが

理解されるとの事情の下においては、当業者は、甲２に記載されたトリ

アジン系紫外線吸収剤である化合物Ｋ、Ｏ、Ｐについて、これらの紫外

線吸収剤のいずれかを甲１発明Ａに適用した場合、要件ａないしｃの全10 

てを満たす可能性があると認識し、当業者がこれらの紫外線吸収剤を甲

１発明Ａに適用する動機付けがあると認められる。 

(ｴ) なお、甲１には、「本発明においては、紫外線吸収剤は１種のみ用いて

も良いし、２種以上を併用しても良い。」（段落［００２７］）と記載され

ており、また、甲１の段落［０１２９］、［表１］において、実施例１な15 

いし４がいずれもトリアジン系紫外線吸収剤とトリアゾール系紫外線

吸収剤とを併用するものであることを踏まえると、甲１発明Ａの紫外線

吸収剤として化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを適用することについては、そのいずれ

かの紫外線吸収剤を単独で適用すること、及び他の紫外線吸収剤との併

用で適用することの、いずれも動機付けられるということができる。 20 

そして、本件明細書において、「ＵＶＡ（Ｂ）は２種以上の化合物の混

合物であってもよく、この場合、主成分である化合物の分子量が７００

以上であればよい。なお、本件明細書における主成分とは、最も含有量

（含有率）が多い成分を意味し、その含有率は典型的には５０％以上で

ある。」（段落【００６３】）と記載されているとおり、本件発明１の樹脂25 

組成物も、そこに含まれる「本件ヒドロキシフェニル骨格を有し、分子
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量７００以上である紫外線吸収剤」は、１種類を単独で含む場合に限ら

れず、主成分（５０％以上）であれば他の紫外線吸収剤との併用で含む

ことも妨げられない。したがって、甲１発明Ａに、化合物Ｋ、Ｏのいず

れかの紫外線吸収剤と、他の紫外線吸収剤を併用して適用した場合でも、

化合物Ｋ、Ｏが主成分（５０％以上）であれば、本件発明１の構成を優5 

に満たすものとなり得る。また、化合物Ｐは混合物であるが（甲２の段

落【００６８】）、化合物Ｐと、他の紫外線吸収剤を併用して適用した場

合でも、分子量７００以上の本件ヒドロキシフェニル骨格を有する化合

物が主成分（５０％以上）であれば、本件発明１の構成を優に満たすも

のとなり得る。 10 

(ｵ) 以上によれば、甲１発明Ａに甲２の紫外線吸収剤を適用することにつ

いては動機付けがあるものと認められる。 

イ 本件審決は、前記第２の４⑵イのとおり、①甲２に記載されるいずれの

紫外線吸収剤が甲１の偏光子保護フィルムに「適した」ものであるかを、

当業者が直ちに認識し得るとは認められないから、甲１には、甲２に記載15 

される紫外線吸収剤のいずれかを選択して甲１発明Ａに適用する動機付

けがない（前記第２の４⑵イ(ｱ)）、②甲２には、甲２に記載される紫外線

吸収剤が甲１に「適した」ものであることや、甲２に記載される紫外線吸

収剤が甲１の要件ａ～ｃを同時に満たすものであることを当業者が認識

するような記載や示唆はなく、甲２には、甲２に記載されている紫外線吸20 

収剤のいずれかを選択して甲１発明Ａに適用する動機付けがない（同(ｲ)）、

③甲１発明Ａの要件ａ、要件ｂ及び要件ｃの関係性について確認すると、

フィルムの紫外線吸収性能に関する要件ａと黄変度に関する要件ｃとは、

一方の性能を高めようとすると他方の性能が連動して劣るようになる、ト

レードオフの関係であることがうかがえ、また、フィルムの紫外線吸収性25 

能に関する要件ａとＴｇに関する要件ｂも、一方の性能を高めようとする
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と他方の性能が紫外線吸収剤の種類や量により連動して劣るようになる、

トレードオフの関係であることがうかがえるものであり、甲１、甲２その

他の証拠には、甲２に記載される化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが、甲１の要件ａ～ｃ

を同時に満足することは記載も示唆もされていないといえるから、甲２に

記載される化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが、甲１の要件ａ～ｃを満足することを、本5 

件優先日前に当業者が技術常識に基づいて認識し得たとはいえず、甲２に

記載される化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを選択して甲１発明Ａに適用する動機付けは

ない（同(ｳ)）、④甲１発明Ａの紫外線吸収剤の選択にあたり、フィルム製

造時のロール汚れを発生しにくくする観点から、融点が１１０℃以上の紫

外線吸収剤を選択することが好ましいものであるところ（甲１の段落［０10 

０２７］）、甲２の化合物Ｋの融点は５５～５６℃、化合物Ｐの融点は－２

０℃であるから、甲２に記載される化合物Ｋ、Ｐを甲１発明Ａに適用する

動機付けはない（同(ｴ)）と判断している。 

しかし、①については、前記ア(ｱ)のとおり、甲１の段落［００２７］の

記載は、甲２に記載された紫外線吸収剤を甲１に記載された発明に適した15 

ものとして挙げているといえる。その上で、前記ア(ｲ)のとおりの内容が甲

２において開示されていることを考慮すれば、少なくとも甲２に記載され

た化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを甲１発明Ａに適用することについて、①で本件審決

が述べる事情があるために当業者が動機付けを有しないことになるとは

解されない。 20 

②については、甲２において甲２に記載された紫外線吸収剤が甲１に記

載された発明に適したものであるとの記載がないとしても、甲１の段落

［００２７］に上記趣旨の記載が存在することは前記ア(ｱ)のとおりであ

る。また、前記ア(ｲ)のとおりの内容が甲２において開示されていることか

らすれば、当業者は、甲２に記載された紫外線吸収剤である化合物Ｋ、Ｏ、25 

Ｐについて、これを用いて樹脂組成物を製造し、この樹脂組成物から偏光
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子保護フィルムを作製した場合に、当該偏光子保護フィルムが要件ａない

しｃの全てを同時に満たす可能性があると認識し、これらの紫外線吸収剤

を甲１発明Ａにおける紫外線吸収剤として適用し、その場合に得られる樹

脂組成物を用いて作製されるフィルムが実際に要件ａないしｃを満たす

ものとなるか否かという、フィルムによって奏される効果について確認・5 

検討することが動機付けられるといえるのであって、要件ａないしｃを確

実に同時に満たすものであると認識して初めて動機付けがあることにな

るとは解されない。 

③についても、甲２に記載された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐについて、これを用

いて樹脂組成物を製造し、この樹脂組成物から偏光子保護フィルムを作製10 

した場合に、作製されるフィルムが要件ａないしｃを同時に満たすものと

当業者が認識することができて初めて動機付けがあることになるもので

はない。なお、要件ａと要件ｃとの関係については後記⑷アのとおり、要

件ａと要件ｂとの関係については後記⑷イのとおりである。 

④については、本件審決が言及する「フィルム製造時のロール汚れの発15 

生防止」は、甲１に記載されている発明が解決しようとする課題（段落［０

００６］）に挙げられていないから、甲１において、フィルム製造時のロー

ル汚れの防止の観点から融点が１１０℃以上の紫外線吸収剤を選択する

ことが好ましいとの記載が存在するとしても、そのことをもって、融点が

１１０℃未満の紫外線吸収剤を甲１発明Ａに適用することの動機付けが20 

ないとか、これを適用することについて阻害要因があると認められること

には直ちにならない。甲１の段落［００２９］において、甲１に記載され

た発明に用いることのできるトリアゾール系紫外線吸収剤として挙げら

れたもののうち、「２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－（１，

１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール」、「メチル３－（３－（２25 

Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－５－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒド
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ロキシフェニル）プロピオネート／ポリエチレングリコール３００の反応

生成物」、及び「２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－６－（直

鎖および側鎖ドデシル）－４－メチルフェノール」は、いずれも融点が１

１０℃未満である（甲６～８）。 

したがって、本件審決が上記①ないし④のとおり判断した内容は、いず5 

れも、当業者が、甲２に記載されたトリアジン系紫外線吸収剤である化合

物Ｋ、Ｏ、Ｐを甲１発明Ａに適用する動機付けがないことの根拠とはなら

ない。 

⑷ 被告の主張について 

ア(ｱ) 被告は、前記第３の２〔被告の主張〕⑴アないしカのとおり、甲１発10 

明Ａが要件ａ及び要件ｃを満たすものであることとの関係で、当業者が

甲１発明Ａに化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを採用する動機付けはなく、むしろ阻害

要因があると主張する。 

(ｲ) しかし、甲１の要件ａ及びｃはいずれも、紫外線吸収剤自体の特性で

はなく、紫外線吸収剤を含む樹脂組成物から形成されるフィルムについ15 

ての特性であるから、甲２に記載の化合物Ｐなどの紫外線吸収剤それ自

体が、３８０ｎｍを超える波長域においても紫外線吸収の効力があるこ

とや、３５０ないし４００ｎｍの紫外線範囲に渡って強い吸収を有する

ことは、そのような紫外線吸収剤を含む樹脂組成物から形成されるフィ

ルムが直ちに、要件ａと要件ｃを同時に満たすことはあり得ないことま20 

で意味するものではない。 

(ｳ) 被告が前記第３の２〔被告の主張〕⑴エにおいて挙げる甲３７は、本

件優先日前に公知となった文献ではない。また、この点を措くとしても、

可視光に近い波長の紫外線吸収と可視光吸収とを独立して調節するこ

とはできないからといって、甲１発明Ａの紫外線吸収剤として化合物Ｋ、25 

Ｏ、Ｐを適用すると、要件ａと要件ｃを両立できないことが、本件優先
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日当時の当業者に理解されていたことを意味することにはならない。 

(ｴ) 乙１実験報告書の結果は、紫外線吸収剤を含まない樹脂組成物から形

成される厚み８０μｍフィルムのＹＩ値が０．９９を示すという、特定

の樹脂組成物を用いて、これに甲２の化合物Ｐに相当するＣＧＬ７７７

ＭＰＡという特定の紫外線吸収剤（ＣＧＬ７７７ＭＰＡが化合物Ｐに相5 

当するものであることは、当事者間に争いがない。）を単独で添加すると

いう、限られた条件の下において、添加量を調整しても要件ａと要件ｃ

は両立しないことを示すものにすぎない。 

紫外線吸収剤を含む樹脂組成物から作製されるフィルムの透明性やＹ

Ｉ値は、樹脂組成物に含まれる紫外線吸収剤の種類だけが影響するもの10 

ではなく、紫外線吸収剤の添加量や、使用する樹脂の種類、紫外線吸収

剤以外の添加剤の種類や添加量などによっても左右されるものである。

このことは、甲１において、ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル

系樹脂の全光線透過率（透明性）が一様ではないことの記載（段落［０

０２５］）、フィルムを形成する樹脂組成物中に含まれる位相差低減剤の15 

添加量が多い場合には透明性が損なわれることの記載（段落［００５５］）

が存在するとおり、当業者の技術常識であると認められる。 

甲１の段落［表１］に記載された実施例１ないし３及び比較例１ない

し３の偏光子保護フィルムに用いられたアクリル樹脂は、紫外線吸収剤

を添加せずに偏光子保護フィルムを作製した場合のＹＩ値が０．９５で20 

あり（比較例３）、乙１実験報告書で用いられたアクリル樹脂に紫外線吸

収剤を添加せずに偏光子保護フィルムを作成した場合のＹＩ値０．９９

に近接しているものの、甲１において、アクリル樹脂として実施例１な

いし３及び比較例１ないし３で用いた特定のもののみしか使用できない

とはされていない。そうすると、特定の条件の下で実施した実験に関す25 

る乙１実験報告書に、当該実験の結果としては紫外線吸収剤の添加量を
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調整しても要件ａと要件ｃは両立できないことが示された旨の記載があ

るからといって、甲１発明Ａの樹脂組成物に甲２に記載の紫外線吸収剤

である化合物Ｋや化合物Ｏをどのように適用しても要件ａと要件ｃが両

立しないことを意味するものではない。この点、前記第３の２〔被告の

主張〕⑴カの主張は、甲１で用いるアクリル樹脂が、実施例１ないし３5 

及び比較例１ないし３で用いた特定のアクリル樹脂に限られることを前

提とする主張であるといえるが、甲１にはこの前提とされた事情を認め

る根拠となる記載はなく、採用することができない。 

また、前記⑶ア(ｴ)のとおり、甲１発明Ａにおける紫外線吸収剤の適用

は、「他の紫外線吸収剤との併用で」行うことも妨げられないところ、乙10 

１実験報告書において、それ単独では添加量を調整しても要件ａ及び要

件ｃを同時に満たさなかったとされる化合物Ｐを甲１発明Ａに適用する

場合についても、甲１の実施例のように、混合物である化合物Ｐに含ま

れる、分子量７００以上の本件ヒドロキシフェニル骨格を有する化合物

が主成分（５０％以上）となるように、ＹＩ値への影響が小さい他の紫15 

外線吸収剤と併用すれば、化合物Ｐと他の紫外線吸収剤の紫外線吸収能

によって要件ａが満たされ、同時に、ＹＩ値への影響が小さい他の紫外

線吸収剤によって化合物Ｐの添加量を単独で適用する場合よりも減らす

ことができるために要件ｃも満たされ、その結果、要件ａと要件ｃが両

立できる可能性があることについて、当業者は理解することができると20 

いえる。そして、化合物Ｐに含まれる、分子量７００以上の本件ヒドロ

キシフェニル骨格を有する化合物が主成分（５０％以上）であれば、他

の紫外線吸収剤との併用であっても、本件発明１の構成を優に満たすも

のとなり得る（前記⑶ア(ｴ)）。 

(ｵ) そして、甲１に、甲２に記載されている紫外線吸収剤を「本発明に適25 

した・・・紫外線吸収剤」であるとする記載が存在すること（前記⑶ア
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(ｱ)）、甲２には、化合物Ｋ、Ｐを含む４種類の化合物が好ましいもので

あるとする記載があり、甲２の【表１】によれば、化合物Ｋ、Ｏは、３

５０ｎｍないし４００ｎｍの紫外線範囲にλｍａｘを有し、かつ、モル

吸光係数の値が大きいことから、紫外線の吸収能が高いことが理解でき

るものであること（同(ｲ)）といった事情の下では、当業者は、甲２に記5 

載された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐについて、これらのうちいずれかの紫外線吸

収剤を用いて樹脂組成物を製造し、この樹脂組成物から偏光子保護フィ

ルムを作製した場合に、作製されるフィルムが要件ａないしｃを満たす

可能性があると認識し、これら三つの化合物を甲１発明Ａにおける紫外

線吸収剤として適用し、作製されるフィルムが要件ａないしｃを満たす10 

か否かを確認・検討する動機付けがあるといえるのであって、作製され

るフィルムが要件ａないしｃを同時に満たすものと当業者が認識しな

ければ、これらの紫外線吸収剤を甲１発明Ａに適用する動機付けがない

というものではない。 

(ｶ) 化合物Ｐがオレンジ色を呈しており、これを単独で紫外線吸収剤とし15 

て樹脂組成物に添加して作製されるフィルムは、化合物Ｐを添加しない

場合と比べれば、甲１における比較例１ないし３により示されるように、

そのＹＩ値は上昇し得るとしても、化合物Ｐは、その化学構造や分子量

から化合物Ｋ、Ｏと同様に紫外線吸収能が高いと解されるため、その使

用量を抑えることができる。また、前記⑶ア(ｴ)のとおり、甲１発明Ａに20 

おける紫外線吸収剤の適用は、他の紫外線吸収剤との併用で行うことも

妨げられないところ、化合物ＰをＹＩ値への影響が小さい他の紫外線吸

収剤と併用することで、化合物Ｐの使用量をさらに抑えることができ、

化合物Ｐを単独で使用する場合よりもＹＩ値の上昇は少なくなると理

解される。さらに、前記(ｴ)のとおり、紫外線吸収剤を含む樹脂組成物か25 

ら作製されるフィルムの透明性やＹＩ値は、樹脂組成物に含まれる紫外
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線吸収剤の種類だけが影響するものではなく、紫外線吸収剤の添加量や、

使用する樹脂の種類、紫外線吸収剤以外の添加剤の種類や添加量などに

よっても左右されるものである。 

以上を勘案すると、化合物Ｐを甲１発明Ａの紫外線吸収剤として適用

すると、ＹＩ値が上昇することによって、甲１発明Ａの樹脂組成物を用5 

いて作製されるフィルムが要件ａと要件ｃを同時に満たすことがないと

認めるに足りず、当業者が、上記適用をすると要件ａと要件ｃを同時に

満たすことがないと理解するとも認められず、化合物Ｐがオレンジ色を

呈していることをもって、当業者が化合物Ｐを甲１発明Ａに適用する動

機付けがないことにはならない。仮に、化合物Ｋ、Ｏが同じくオレンジ10 

色を呈しているとしても、同様の結論となる。 

(ｷ) 以上によれば、前記第３の２〔被告の主張〕⑴アないしカの各主張を

検討しても、甲１発明Ａが要件ａ及び要件ｃを満たすものであることと

の関係で、当業者が甲１発明Ａに化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを採用することにつ

いて動機付けがあることは否定されず、また、これについて阻害要因が15 

あると認めることもできない。 

イ(ｱ) 被告は、前記第３の２〔被告の主張〕⑵アのとおり、甲１の段落［０

０２７］の「本発明において特に好ましくは、トリアジン系紫外線吸収

剤とトリアゾール系紫外線吸収剤を併用することである。」との記載と、

表１における実施例と比較例の対比から、トリアジン系紫外線吸収剤と20 

トリアゾール系紫外線吸収剤を併用することが優れており、併用しない

場合、トリアジン系紫外線吸収剤のみを用いる場合（比較例１）は、ト

リアゾール系紫外線吸収剤のみを用いる場合（比較例２）よりも、Ｔｇ

の差が大きく、ＹＩ値、ｂ値のいずれも高く光学的透明性に劣ると理解

できるから、耐熱性や光学的透明性の点で劣るトリアジン系紫外線吸収25 

剤のみに着目して、これを甲２に示される別のトリアジン系紫外線吸収
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剤に置き換えてみようとする動機付けはない、と主張する。 

しかし、甲１の段落［００２７］には、「本発明においては、紫外線吸

収剤は１種のみ用いても良いし、２種以上を併用しても良い。本発明に

おいて好ましく用いられ得る紫外線吸収剤として、トリアジン系紫外線

吸収剤とトリアゾール系紫外線吸収剤が挙げられる。」と記載されており、5 

甲１に記載された発明における紫外線吸収剤として、トリアジン系紫外

線吸収剤を単独で適用できることが記載されている。比較例１が比較例

２よりもＴｇの差が大きく、ＹＩ値等が高い結果が出ているとしても、

トリアジン系紫外線吸収剤のみを添加した場合の方が常にトリアゾール

系紫外線吸収剤を添加した場合よりも作製される偏光子保護フィルムの10 

耐熱性や透明性が低い結果となるとはいえず、そのような趣旨の記載が

甲１に存在するとも認められない。これらのことからすれば、被告が挙

げる事情をもって、甲１発明Ａの紫外線吸収剤としてトリアジン系の化

合物Ｋ、Ｏ、Ｐを単独で適用する動機付けがないとは認められない。 

また、上記のとおり、甲１の段落［００２７］には、甲１に記載され15 

た発明における紫外線吸収剤は、２種類以上を併用できることも記載さ

れており、かつ、甲１の実施例において、トリアジン系紫外線吸収剤を

５０％以上でトリアゾール系紫外線吸収剤と併用して（実施例１、２及

び４）、甲１の要件ａ～要件ｃを同時に満たすことを検討し、確認した結

果も示されていることを踏まえれば、甲１発明Ａにおける紫外線吸収剤20 

として、甲２において紫外線吸収能が高いことが示されているトリアジ

ン系紫外線吸収剤である化合物Ｋや化合物Ｏを主成分（５０％以上）と

し、トリアゾール系紫外線吸収剤と併用して、要件ａないしｃを満たす

か否か検討し、確認することは、より一層、当業者に動機付けられると

いえる。そして、前記⑶ア(ｴ)のとおり、本件発明１の樹脂組成物も、そ25 

こに含まれる「本件ヒドロキシフェニル骨格を有し、分子量７００以上
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である紫外線吸収剤」は、１種類を単独で含む場合に限られず、主成分

（５０％以上）であれば他の紫外線吸収剤との併用で含むことも妨げら

れないから、甲１発明Ａに、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐのいずれかの紫外線吸収

剤と、他の紫外線吸収剤を併用して適用した場合でも、化合物Ｋ、Ｏが

主成分（５０％以上）であれば、あるいは混合物である化合物Ｐに含ま5 

れる分子量７００以上の本件ヒドロキシフェニル骨格を有する化合物が

主成分（５０％以上）であれば、本件発明１の構成を優に満たすものと

なり得る。 

したがって、被告の上記主張は採用することができない。 

(ｲ) 被告は、前記第３の２〔被告の主張〕⑵イのとおり、紫外線吸収剤を10 

多量に添加すれば紫外線吸収機能は向上するものの、ガラス転移温度

（Ｔｇ）が大きく低下してしまい（甲５５～５８）、また、甲１によれば、

紫外線吸収剤の違いによりＴｇの低下の度合いに差があることが明ら

かであるから、要件ａと要件ｂを両立するには、適切な紫外線吸収剤を

用いる必要があるといえ、要件ａと要件ｂを両立できるか否かが不明な15 

化合物Ｋ等を甲１発明Ａに適用する動機付けがないと主張する。 

しかし、前記ア(ｵ)のとおり、本件の具体的事情の下においては、当業

者は、甲２に記載された化合物Ｋ、Ｏ、Ｐについて、これらのうちいず

れかの紫外線吸収剤を用いて樹脂組成物を製造し、この樹脂組成物から

偏光子保護フィルムを作製した場合に、作製されるフィルムが要件ａな20 

いしｃを満たす可能性があるとするのであれば、これらの化合物を甲１

発明Ａにおける紫外線吸収剤として適用し、作製されるフィルムが要件

ａないしｃを満たすか否かを確認・検討する動機付けがあるといえるか

ら、化合物Ｋ、Ｏ、Ｐが要件ａと要件ｂを両立できるか不明であること

をもって、これらの紫外線吸収剤を甲１発明Ａに適用する動機付けがな25 

いことにはならない。 
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したがって、被告の上記主張は採用することができない。 

ウ 被告は、前記第３の２〔被告の主張〕⑶のとおり、甲１の記載に接した

当業者は、甲１におけるトリアジン系紫外線吸収剤としては、単に「優れ

た紫外線吸収能力」を有するというだけではなく、甲１の目的を達成する

ため「優れた耐熱性、優れた光学的透明性」を有し、さらに、「加熱溶融加5 

工時の揮発が少なくフィルム製造時のロール汚れも発生しにくい」という

性質を有していなければならないと理解するところ、融点が１３０℃を大

幅に下回る化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを積極的に用いる動機付けは存在せず、むし

ろ、これらの化合物を用いた場合には、「加熱溶融加工時の揮発が少なくフ

ィルム製造時のロール汚れも発生しにくい」という甲１発明Ａの目的が達10 

成できなくなるため、阻害要因が存在すると主張する。 

しかし、前記⑶イのとおり、フィルム製造時のロール汚れの発生防止は、

甲１に記載されている発明が解決しようとする課題（段落［０００６］）に

挙げられておらず、甲１において、フィルム製造時のロール汚れの防止の

観点から融点が１１０℃以上の紫外線吸収剤を選択することが好ましい15 

との記載が存在するとしても、そのことをもって、融点が１１０℃未満の

紫外線吸収剤を甲１発明Ａに適用することの動機付けがないとか、これを

適用することについて阻害要因があると認められることには直ちになら

ない。そして、甲１の段落［００２９］には、甲１に記載された発明に用

いることのできるトリアゾール系紫外線吸収剤として、融点が１１０℃未20 

満であるものも挙げられている（甲６～８）。そうすると、甲２の化合物Ｋ、

Ｏ、Ｐの融点が１３０℃未満であることをもって、これらの紫外線吸収剤

を甲１発明Ａに適用することの動機付けがないとか、これを適用すること

について阻害要因があると認められることにはならない。 

したがって、被告の主張は採用することができない。 25 

⑸ 取消事由２に関する結論 



59 
 

以上によれば、甲１発明Ａにおいて、熱可塑性樹脂組成物に含まれる紫外

線吸収剤について、本件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子

量が７００以上の紫外線吸収剤を採用することは、当業者が容易に想到し得

たものであると認められ、これを容易に想到し得ないから、相違点に係る本

件発明１の構成を採用することは当業者が容易に想到し得たものではないと5 

した本件審決の判断（前記第２の４⑵イ）には誤りがあると認められ、取消

事由２は理由がある。 

４ 取消事由３（本件発明の効果に関する判断の誤り）について 

⑴ 本件審決は、本件発明１が甲１発明Ａ及び甲２に記載された技術的事項に

基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないとの判断の中10 

で、本件発明１が奏する効果が、当業者が甲１及び甲２から予測し得たもの

といえないとの判断をしている（前記第２の４⑵ウ）。 

本件発明１の効果が予測できないものであるかについては、本件優先日当

時、本件発明１の構成が奏するものとして当業者が予測することができなか

ったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を15 

超える顕著なものであるか否かという観点から検討すべきである（最高裁平

成３０年（行ヒ）第６９号令和元年８月２７日第三小法廷判決・裁判集民事

２６２号５１頁参照）。 

⑵ 濁度変化量について 

ア 本件審決は、本件発明１の効果の中でも特に、フィルムからブリードア20 

ウトした紫外線吸収剤の量の程度を示す濁度変化量が「０」（零）であるこ

とは、甲１及び甲２の記載事項から、当業者が予測し得たものではなく、

甲４の記載からも予測し得ないものであると判断した（前記第２の４⑵

ウ）。 

また、被告は、前記第３の３〔被告の主張〕において、本件発明が奏す25 

る効果である「ブリードアウト」の抑制は、当業者が本件発明の構成が奏
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するものとして予測することができない効果であると主張する。 

そこで、以下、濁度変化量に関し、本件優先日当時において、本件発明

１の効果が予測できないものであったか否かについて検討する。 

イ 本件明細書において、実施例１ないし５及び比較例１ないし４の各樹脂

組成物から成形したフィルムの濁度変化量を測定している（前記１⑶カ）。 5 

実施例１ないし５は、いずれも紫外線吸収剤とし、「本件明細書において

式（８）として示された、本件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有す

るＵＶＡ（分子量９５８）を主成分とし、分子量７７３及び分子量１１４

２のＵＶＡを副成分とするＣＧＬ７７７ＭＰＡ」を含むものである（前記

１⑶カ）。 10 

比較例１ないし４は、紫外線吸収剤として、「ベンゾトリアゾール骨格を

有するＵＶＡ（アデカスタブＬＡ－３１、分子量６５９）」（比較例１及び

比較例２）、「ベンゾトリアゾール骨格を有するＵＶＡ（Sumisorb３００、

分子量３１５）」（比較例３）、又は、「トリアジンにヒドロキシフェニル基

が１つ結合した骨格を有するＵＶＡ（ＣＧＬ４７９（ＴＩＮＵＶＩＮ４７15 

９）、分子量６７６）」（比較例４）を含む樹脂組成物である（前記１⑶カ）。 

これらの実施例及び比較例を用いた濁度変化量の試験は、樹脂組成物自

体ではなく、樹脂組成物を成形して得られたフィルムについて行われてい

る。具体的には、樹脂組成物から形成したフィルムの一部を切り出し、切

り出したフィルムの濁度を濁度計により測定して、これを初期値とし、次20 

に、切り出したフィルムを、１００℃に保持した熱風乾燥機内に２００時

間放置した後、放置後のフィルムの濁度を再度測定して、上記初期値から

の変化量を求めている（段落【０１６９】）。１００℃という温度は、各実

施例及び比較例の樹脂組成物のガラス転移温度（１２２～１２８℃。【表

１】）よりも低い温度である。 25 

上記方法による濁度変化量の試験の結果、実施例１ないし５はいずれも
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濁度変化量がゼロであり、比較例については、比較例１がゼロ、比較例２

が０．１、比較例３が０．２、比較例４が０．３であったとされている（【表

１】）。 

ウ 本件審決は、濁度変化量がゼロであることを含め、本件明細書の実施例

における紫外線吸収剤ＣＧＬ７７７ＭＰＡによって示される効果は、比較5 

例との対比から、前記相違点に係る本件発明１の紫外線吸収剤を採用した

ことによって奏されたものといえるとした（第２の４⑵ウ(ｱ)）。 

しかし、上記イのとおり、実施例１ないし５は、紫外線吸収剤としてＣ

ＧＬ７７７ＭＰＡという同一・特定のものを用いている。 

本件発明１は、前記第２の２⑴のとおりであり、紫外線吸収剤として、10 

ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が７００以上の紫外

線吸収剤を含むものとされ、上記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格が本

件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格であるものである。この本件発明１

における紫外線吸収剤の記載は、ＣＧＬ７７７ＭＰＡに限られるものでは

なく、様々な種類のものを含み得るものである。そして、実施例１ないし15 

５で用いられたＣＧＬ７７７ＭＰＡは、その主成分の分子量が９５８と、

本件発明１で用い得る紫外線吸収剤の分子量の下限値７００と大きく乖

離したものとなっている。この下限値は、むしろ、比較例１及び２の紫外

線吸収剤の分子量６５９並びに比較例４の紫外線吸収剤の分子量６７６

に近接している。 20 

以上の事情によれば、本件発明１において使用する紫外線吸収剤が「ヒ

ドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が７００以上の紫外線

吸収剤であって、上記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格が本件ヒドロキ

シフェニルトリアジン骨格であるもの」であればどのようなものであって

も、この紫外線吸収剤を含む本件発明１の樹脂組成物を成形して得られた25 

フィルムの濁度変化量が実施例１ないし５と同じくゼロになるか否かは、
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実施例１ないし５及び比較例１ないし５に係る濁度変化量の試験結果か

らは明らかでないということができる。 

そして、本件明細書の他の記載及び本件の全証拠によっても、本件発明

１の樹脂組成物を成形して得られたフィルムの濁度変化量が常にゼロに

なると認定することはできず、本件発明１の樹脂組成物又はこれを成形し5 

て得られたフィルムが、本件発明１に該当しない樹脂組成物又はこれを成

形して得られたフィルムと比較して、濁度変化量が常に低いものとなると

か、ブリードアウトの抑制について常に良好な結果が得られるなどと認め

ることもできない。 

エ 上記ウの説示に照らせば、濁度変化量に関し、本件発明１が、本件優先10 

日当時、本件発明１の構成が奏するものとして当業者が予測することがで

きなかった効果を奏しているとは認められない。 

オ 被告は、濁度変化量ないしブリードアウトの抑制効果に関し、前記第３

の３〔被告の主張〕⑴ないし⑷のとおり主張するが、上記ウの説示に照ら

せば、被告の主張を考慮しても、濁度変化量に関し、本件発明１が、本件15 

優先日当時、本件発明１の構成が奏するものとして当業者が予測すること

ができなかった効果を奏しているとは認められない。 

⑶ 濁度変化量以外の効果について 

本件審決は、本件発明１における濁度変化量以外の効果として、実施例１

ないし５が、全てガラス転移温度が１１０℃以上で、高温での成形時の発泡20 

が「なし」で、吸光度（昇華性）「０」、吸光度（飛散性）「０．０１以下」と

なっており、本件発明１がこれらの効果を奏するものであって、これらの効

果は、相違点に係る本件発明１の紫外線吸収剤を採用したことによって奏さ

れたものであるとした（前記第２の４⑵ウ(ｱ)）。 

しかし、本件審決は、上記効果が、当業者が甲１及び甲２から予測し得た25 

ものといえないことの根拠として、甲２に記載される他の化合物から区別し
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て化合物Ｋ、Ｏ、Ｐを選択して甲１発明Ａに適用することを当業者は容易に

想到し得ないから、本件発明１が奏する上記効果も、当業者が甲１及び甲２

から予測し得ないと述べるにとどまっており、これは結局、化合物Ｋ、Ｏ、

Ｐを甲１発明Ａに適用することに係る容易想到性の判断を繰り返したにすぎ

ないものといえる。そして、上記判断が誤りであることは前記３⑸のとおり5 

である。 

また、実施例１ないし５が、全て紫外線吸収剤としてＣＧＬ７７７ＭＰＡ

という同一・特定のものを用いており、実施例１ないし５の試験結果をもっ

て、本件発明１全体として、高温成形時の発泡、吸光度（昇華性）及び吸光

度（飛散性）に関して実施例１ないし５と同様の効果を有すると認めること10 

ができないのは、濁度変化量の場合（前記⑵ウ）と同様である。 

そして、被告は、濁度変化量以外について、本件優先日当時、本件発明１

の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかった効果である

とする具体的な主張立証をしていない。 

したがって、濁度変化量以外に関しても、本件発明１が、本件優先日当時、15 

本件発明１の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかった

効果を奏しているとは認められない。 

⑷ 取消事由３に関する結論 

上記⑵及び⑶の説示によれば、甲１発明Ａが、当業者が予測し得ない効果

を奏しているとした本件審決の判断（前記第２の４⑵ウ）には誤りがあると20 

認められ、取消事由３は理由がある。 

５ 本件発明６について 

本件発明６は、前記第２の２⑵のとおりである。 

甲１には、樹脂組成物の製造方法の発明である甲１発明Ｂ（前記第２の４⑴）

が記載されていると認められ（前記２⑵エ）、本件発明６と甲１発明Ｂとの一致25 

点及び相違点は、本件審決が認定した一致点、相違点６－１、相違点６－２（前
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記第２の４⑶ア）のとおりであると認められる。 

本件審決は、相違点６－１が、本件発明１と甲１発明Ａとの相違点と同じで

あるから、本件発明１と甲１発明Ａとの相違点の場合と同様に、相違点６－１

に係る甲１発明Ｂの紫外線吸収剤に代えて、相違点６－１に係る本件発明６の

紫外線吸収剤（甲２に記載される化合物Ｋ、Ｏ、Ｐ）を採用することを、当業5 

者は容易に想到し得ないから、他の相違点を検討するまでもなく、本件発明６

は、甲１発明Ｂ及び甲２に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発

明をすることができたものではないと判断した（第２の４⑶イ）。 

しかし、本件発明１と甲１発明Ａとの相違点に係る容易想到性に関する本件

審決の判断が誤りであることは、前記３及び４のとおりであるから、本件発明10 

６と甲１発明Ｂとの相違点に係る容易想到性に関する本件審決の判断も、同様

に誤りである。 

６ 結論 

以上のとおりであり、取消事由１は理由がないが、取消事由２及び３は理由

があり、本件発明６と甲１発明Ｂとの相違点に係る容易想到性に関する本件審15 

決の判断にも誤りがあるから、本件審決は取り消されるべきものであって、原

告の請求は認容されるべきである。 

よって、主文のとおり判決する。 

     知的財産高等裁判所第３部 

 20 

 

 

 

         裁判長裁判官                      

中   平       健 25 
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            裁判官                      

今   井   弘   晃 5 

 

 

 

 

            裁判官                      10 

水   野   正   則 
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別紙１ 

当 事 者 目 録 

 

   

    原        告        株 式 会 社 カ ネ カ 5 

   

    同訴訟代理人弁護士        飯 島  歩 

    同                 井 窪 保 彦 

    同                 黒 田  薫 

同                 藤 田 知 美 10 

    同                 神 田  雄 

    同                 町 野  静 

    同                 真 鍋 怜 子 

    同                 秦 野 真 衣 

    同                 金 村 玲 奈 15 

    同                 三 品 明 生 

    同                 川 崎 眞 実 

    同                 吉  田  伊 知 朗 

    同訴訟復代理人弁護士        濱  田  茉 莉 花 

    同訴訟代理人弁理士        横 井 知 理 20 

    同                 川 上 桂 子 

    同                 前 田 幸 嗣 

    同                 小 林 由 佳 

同                 梶 谷 美 道 

    同                 田 端  豊 25 

    同                 吉 田 昌 司 
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被        告        株 式 会 社 日 本 触 媒 

   

    同訴訟代理人弁護士        設 樂 隆 一 

    同                 河 合 哲 志 5 

    同                 生 駒 阿 門 

  同訴訟代理人弁理士        今  村  玲 英 子 

    同訴訟代理人弁護士        清 水  節 

同                 渡 邉 佳 行 

同                 関  卓 人 10 

同                 藤 野 睦 子 

同                 千  葉  あ す か 

同                 中 田 健 一 

同                 福 永  聡 

同                 本 田 輝 人 15 

  同訴訟代理人弁理士        森 下 夏 樹 

同                 駒 谷 剛 志 

以 上 
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別紙２ 

本件明細書の記載 

 

 以下、段落番号は【】内に示し、「段落」の表記は省略する。 

１ 技術分野 5 

「本発明は、耐熱性透明材料として好適な熱可塑性樹脂組成物と、当該組成物か

らなる樹脂成形品ならびに樹脂成形品の具体的な一例である偏光子保護フィル

ムとに関する。」（【０００１】） 

２ 背景技術 

「ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）に代表される熱可塑性アクリル樹脂・・・10 

は、高い光線透過率を有するなど、その光学特性に優れるとともに、機械的強度、

成形加工性および表面硬度のバランスに優れることから、自動車および家電製品

をはじめとする各種の工業製品における透明材料として幅広く使用されている。」

（【０００２】） 

「アクリル樹脂は、紫外線を含む光に曝されると黄変して透明度が低下すること15 

があり、これを防ぐ方法として、紫外線吸収剤（ＵＶＡ）を添加する方法が知ら

れている。しかし一般的なＵＶＡでは、ＵＶＡを添加したアクリル樹脂組成物を

成形する際に発泡が生じたり、ＵＶＡがブリードアウトしたりすることがある。

また、成形時に加えられる熱によりＵＶＡが蒸散して、得られた樹脂成形品の紫

外線吸収能が低下したり、蒸散したＵＶＡにより成形装置が汚染されるなどの問20 

題が生じることがある。」（【０００３】） 

「ところで、透明性と耐熱性とを兼ね備えたアクリル樹脂として、主鎖に環構造

を有する樹脂が知られている。主鎖に環構造を有する樹脂は、主鎖に環構造を有

さない樹脂に比べてガラス転移温度（Ｔｇ）が高く、例えば、画像表示装置にお

いて光源などの発熱部に近接した配置が容易となるなど、実用上の様々な利点を25 

有する。」（【０００４】） 
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「樹脂あるいは樹脂組成物のＴｇが高くなると、より高い成形温度が必要となる。

このため、主鎖に環構造を有するアクリル樹脂にＵＶＡを添加すると、得られた

樹脂成形品に発泡やＵＶＡのブリードアウトが生じやすい。また、成形時におけ

るＵＶＡの蒸散が強くなることによる紫外線吸収能の低下、成形装置の汚染が生

じやすくなる。」（【０００５】） 5 

「これらの問題を考慮し、これまで、少量の添加により高い紫外線吸収効果が得

られるとされるトリアジン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物およびベンゾ

フェノン系化合物が、ＵＶＡとして、アクリル樹脂と組み合わせて用いられてい

る。」（【０００６】） 

３ 発明が解決しようとする課題 10 

「しかし、これらの化合物は、主鎖に環構造を有するアクリル樹脂との相溶性に

課題が残る。高温での成形時における発泡、ブリードアウトの発生の抑制も必ず

しも十分であるといえない。また、アクリル樹脂とＵＶＡとを含む樹脂組成物か

ら光学部材を形成する際に、得られた部材の外観上の欠点を減らすことを目的と

して、ポリマーフィルタによる樹脂組成物の濾過を行うことがあるが、この場合、15 

樹脂組成物の成形温度をさらに高くする必要がある。成形温度が高くなると、発

泡およびブリードアウトが発生しやすくなるとともに、ＵＶＡの蒸散に伴う問題

（得られた樹脂成形品における紫外線吸収能の低下、蒸散したＵＶＡによる成形

装置の汚染）が生じやすくなる。」（【０００７】） 

「本発明は、アクリル樹脂とＵＶＡとを含む樹脂組成物であって、ガラス転移温20 

度の高さに基づく優れた耐熱性を有しながら、高温での成形時においても、発泡、

ブリードアウトなどの発生が抑制され、ＵＶＡの蒸散による問題の発生を低減で

きる樹脂組成物を提供することを目的とする。」（【０００８】） 

４ 課題を解決するための手段 

「本発明の樹脂組成物は、熱可塑性アクリル樹脂（樹脂（Ａ））と、分子量が７０25 

０以上の紫外線吸収剤（ＵＶＡ（Ｂ））とを含み、１１０℃以上のガラス転移温度
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（Ｔｇ）を有する。樹脂（Ａ）は、ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グル

タルイミド構造、Ｎ－置換マレイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれ

る少なくとも１種の環構造を主鎖に有する。ＵＶＡ（Ｂ）は、ヒドロキシフェニ

ルトリアジン骨格を有する。ここで、前記ヒドロキシフェニルトリアジン骨格は、

トリアジンと、トリアジンに結合した３つのヒドロキシフェニル基とからなる骨5 

格（（２－ヒドロキシフェニル）－１，３，５－トリアジン骨格）である。」（【０

００９】） 

「本発明の熱可塑性樹脂組成物の製造方法では、ラクトン環構造、無水グルタル

酸構造、グルタルイミド構造、Ｎ－置換マレイミド構造および無水マレイン酸構

造から選ばれる少なくとも１種の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂10 

を重合した後、ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が７００以

上の紫外線吸収剤と、前記熱可塑性アクリル樹脂とを溶融混合して、１１０℃以

上のガラス転移温度を有する熱可塑性樹脂組成物を得る。」（【００１０】） 

５ 発明の効果 

「本発明の樹脂組成物は、１１０℃以上という高いＴｇに基づく優れた耐熱性を15 

示すとともに、高温での成形時においても発泡、ブリードアウトの発生が抑制さ

れ、ＵＶＡの蒸散による問題の発生が少ない。」（【００１５】） 

６ 発明を実施するための最良の形態 

「以下の説明において特に記載がない限り、「％」は「重量％」を、「部」は「重

量部」をそれぞれ意味する。」（【００１７】） 20 

「［樹脂（Ａ）］ 

 樹脂（Ａ）は、熱可塑性アクリル樹脂である限り特に限定されない。ただし、

樹脂（Ａ）は、樹脂組成物としてのＴｇが１１０℃以上となるアクリル樹脂であ

る必要がある。」（【００１９】） 

「アクリル樹脂とは、（メタ）アクリル酸エステル単位および／または（メタ）ア25 

クリル酸単位を構成単位として有する樹脂のことであり、（メタ）アクリル酸エス
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テルまたは（メタ）アクリル酸の誘導体に由来する構成単位を有していてもよい。」

（【００２０】） 

「樹脂（Ａ）は主鎖に環構造を有していてもよい。この場合、樹脂（Ａ）および

樹脂組成物のＴｇが高くなり、当該組成物から得た樹脂成形品の耐熱性が向上す

る。」（【００２３】） 5 

「環構造の種類は特に限定されないが、例えば、ラクトン環構造、無水グルタル

酸構造、グルタルイミド構造、Ｎ－置換マレイミド構造および無水マレイン酸構

造から選ばれる少なくとも１種である。」（【００２５】） 

「樹脂（Ａ）および樹脂組成物のＴｇがより向上することから、環構造は、グル

タルイミド構造、無水グルタル酸構造及びラクトン環構造から選ばれる少なくと10 

も１種が望ましい。また、構造内に窒素原子を含まないために着色（黄変）が生

じにくく、樹脂成形品としたときの光学特性に優れることから、環構造がラクト

ン環構造であることが望ましい。即ち、樹脂（Ａ）は、主鎖にラクトン環構造を

有するアクリル樹脂であることが望ましい。」（【００２６】） 

「［ＵＶＡ（Ｂ）］ 15 

 ＵＶＡ（Ｂ）の分子量は７００以上である。当該分子量は８００以上が好まし

く、９００以上がより好ましい。一方、当該分子量が１００００を超えると、樹

脂（Ａ）との相溶性が低下することで、最終的に得られる樹脂成形品の色相、濁

度などの光学的特性が低下する。」（【００６１】） 

「ＵＶＡ（Ｂ）は２種以上の化合物の混合物であってもよく、この場合、主成分20 

である化合物の分子量が７００以上であればよい。なお、本明細書における主成

分とは、最も含有量（含有率）が多い成分を意味し、その含有率は典型的には５

０％以上である。」（【００６３】） 

「ＵＶＡ（Ｂ）の構造は分子量が７００以上である限り特に限定されないが、Ｕ

ＶＡ（Ｂ）がヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有することが好ましい。ヒド25 

ロキシフェニルトリアジン骨格は、トリアジンと、トリアジンに結合した３つの
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ヒドロキシフェニル基とからなる骨格（（２－ヒドロキシフェニル）－１，３，５

－トリアジン骨格）である。ヒドロキシフェニル基における水酸基の水素原子は、

トリアジンの窒素原子とともに水素結合を形成し、形成された水素結合は、フェ

ニルトリアジンの発色団としての作用を増大させる。ＵＶＡ（Ｂ）では上記水素

結合が３つ形成されるため、フェニルトリアジンが有する発色団としての作用を5 

より増大でき、少ない添加量で高い紫外線吸収能を得ることができる。なお、Ｕ

ＶＡ（Ｂ）が２種以上の化合物の混合物からなる場合、少なくとも主成分である

化合物がヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有することが好ましい。」（【００

６６】） 

「ＵＶＡ（Ｂ）は、例えば、以下の式（８）により示される構造を有する。 10 

   

 上記式（８）により示されるＵＶＡ（Ｂ）を主成分として含む市販の紫外線吸

収剤には、例えば、ＣＧＬ７７７ＭＰＡ・・・あるいはＣＧＬ７７７ＭＰＡＤ・・・

がある。」（【００７２】～【００７４】） 

「本発明の樹脂組成物は、１１０℃以上の高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有する。15 

樹脂（Ａ）の構成（例えば、樹脂（Ａ）が主鎖に環構造を有するか否か、あるい

は樹脂（Ａ）が主鎖に環構造を有する場合における当該環構造の含有率など）に

よっては、本発明の樹脂組成物のＴｇは１１５℃以上、１２０℃以上、さらには

１３０℃以上となる。」（【００８０】） 
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「本発明の樹脂組成物は、ＵＶＡ（Ｂ）に基づく紫外線吸収能を有し、例えば、

厚さ１００μｍのフィルムとしたときに、波長３８０ｎｍの光の透過率を３０％

未満、場合によっては２０％未満、さらには１０％未満、１％未満とすることが

できる。」（【００８１】） 

「本発明の樹脂組成物は、樹脂（Ａ）とＵＶＡ（Ｂ）との相溶性に基づく高い可5 

視光透過率を有し、例えば、厚さ１００μｍのフィルムとしたときに、波長５０

０ｎｍの光の透過率を８０％以上、場合によっては８５％以上、さらには９０％

以上とすることができる。」（【００８２】） 

「［樹脂組成物の製造方法］ 

 本発明の樹脂組成物は、樹脂（Ａ）を主成分とする熱可塑性樹脂とＵＶＡ（Ｂ）10 

とを公知の方法により混合して製造できる。」（【０１００】） 

「熱可塑性樹脂とＵＶＡ（Ｂ）とを混合するタイミングは、樹脂組成物としての

上述した諸特性が阻害されない限り、特に限定されない。熱可塑性樹脂（例えば

樹脂（Ａ））を重合中にＵＶＡ（Ｂ）を添加してもよいし、熱可塑性樹脂を重合し

た後、得られた熱可塑性樹脂とＵＶＡ（Ｂ）とを混合（例えば溶融混練）しても15 

よい。」（【０１０１】） 

「［樹脂成形品］ 

「本発明の樹脂成形品は、上記本発明の樹脂組成物からなる。本発明の樹脂成形

品は、上述した本発明の樹脂組成物が有する特性に基づく、各種の特性を有する。

例えば、本発明の樹脂成形品は、高い紫外線吸収能、耐熱性および透明性を有す20 

る。また例えば、本発明の樹脂成形品は、発泡やブリードアウトなどの欠点が少

ない。」（【０１０２】） 

「［樹脂成形品の製造方法］ 

上述したように、本発明の樹脂成形品の製造方法は特に限定されないが、以下、

樹脂成形品として樹脂フィルムの製造方法の一例を示す。この製造方法は、樹脂25 

シートの製造方法にも適用できる。」（【０１３５】） 
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「本発明の樹脂組成物から樹脂フィルムを製造する方法として、押出成形法があ

る。具体的な例としては、樹脂組成物を構成する各成分をオムニミキサーなどの

混合機でプレブレンドした後、得られた混合物を混練機から押出混練してもよい。

押出混練に用いる混練機は特に限定されず、例えば、単軸押出機、二軸押出機な

どの押出機、あるいは加圧ニーダーなどの公知の混練機を用いることができる。」5 

（【０１３６】） 

「また、別途形成した樹脂組成物を溶融押出成形してもよい。溶融押出法には、

例えば、Ｔダイ法、インフレーション法などがあり、その際の成形温度は、好ま

しくは２００～３５０℃、より好ましくは２５０～３００℃、さらに好ましくは

２５５℃～３００℃、特に好ましくは２６０℃～３００℃である。」（【０１３７】） 10 

７ 実施例 

「［ガラス転移温度］ 

 各サンプルのガラス転移温度（Ｔｇ）は、ＪＩＳ Ｋ７１２１の規定に準拠し

て求めた。具体的には、示差走査熱量計・・・を用い、窒素ガス雰囲気下、約１

０ｍｇのサンプルを常温から２００℃まで昇温（昇温速度２０℃／分）して得ら15 

れたＤＳＣ曲線から、始点法により評価した。」（【０１５６】） 

「［光線透過率］ 

 各サンプルの光線透過率は、押出成形により厚さ１００μｍのフィルムとした

後、分光光度計・・・を用いて、波長３８０ｎｍおよび５００ｎｍの光 に対する

当該フィルムの透過率を測定することで評価した。各サンプルから、厚さ１００20 

μｍのフィルムを形成する具体的な方法は後述する。」（【０１５７】） 

「［発泡性］ 

 各サンプルの発泡性を以下のように評価した。最初に、ペレット状の樹脂組成

物を循環型熱風乾燥機により乾燥し（８０℃、５時間）、乾燥したペレット６ｇを、

２８０℃に温度を制御したＪＩＳ Ｋ７２１０に規定のメルトインデクサーに25 

投入した。投入後、メルトインデクサーを２８０℃で２０分間保持した後、溶融
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した樹脂組成物を荷重４．８５ｋｇでストランド状に押出し、形成されたストラ

ンドの発泡状態を目視により観察した。ストランドにおける、メルトインデクサ

ーのピストンの下部標線から１０ｃｍ以内に直径０．５ｍｍ以上の気泡が２０個

以上存在する場合を『発泡有り』、当該気泡が２０個未満の場合を『発泡なし』と

した。」（【０１５９】） 5 

「［昇華性］ 

 各サンプルにおけるＵＶＡの昇華性を以下のように評価した。最初に、押出成

形により、各サンプルを厚さ１００μｍのフィルムとし、その一部（サイズにし

て１ｃｍ×３ｃｍ）を切り出した。次に、切り出したフィルムを試験管内に封入

した後、メタルバス中において、１５０℃で１０時間加熱した。次に、試験管か10 

らフィルムを取り出した後、当該試験管にクロロホルム１ｍＬを入れ、フィルム

から昇華して試験管の内壁に付着したＵＶＡをクロロホルムに溶解させた。次に、

ＵＶＡを溶解させたクロロホルムを光路長１ｃｍの石英セルに収容し、吸光度

計・・・を用いて、波長３５０ｎｍの光に対する吸光度を測定した。ＵＶＡの昇

華量が大きいほど、測定される吸光度は大きくなる。」（【０１６０】） 15 

「［飛散性］ 

 各サンプルを成形する際の成形装置の汚染度を、キャストロール（Ｔダイから

押し出された溶融状態の樹脂フィルムが、最初に接触する金属ロール）に対する

ＵＶＡの付着量を測定することにより評価した。付着量は、以下のように評価し

た。最初に、キャストロールを備える成形装置により、樹脂フィルムを１時間連20 

続して押出成形した後に、ロール中央部の１０㎝×１０㎝の範囲を、クロロホル

ムを浸したセルロース製ワイパーで拭き取った。次に、拭き取りに使用したワイ

パーを、３０ｍＬのクロロホルムに浸漬させて、キャストロールから拭き取った

ＵＶＡをクロロホルムに溶解させた。次に、ＵＶＡを溶解させたクロロホルムを

光路長１㎝の石英セルに収容し、吸光度計・・・を用いて、波長３５０ｎｍの光25 
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に対する吸光度を測定した。キャストロールへのＵＶＡの付着量が大きい（即ち、

ＵＶＡの飛散性が高い）ほど、測定される吸光度は大きくなる。」（【０１６１】） 

「［フィルムの濁度変化量］ 

 各サンプルから形成したフィルムの濁度の変化量を、以下のように評価した。

最初に、押出成形により、各サンプルを厚さ１００μｍのフィルムとし、その一5 

部（サイズにして５㎝×５㎝）を切り出した。次に、切り出したフィルムの濁度

を、濁度計（日本電色工業社製、ＮＤＨ－１００１ＤＰ）を用いて測定し、測定

した値を初期値とした。次に、切り出したフィルムを、１００℃に保持した熱風

乾燥機（タバイ社製）内に２００時間放置した後、放置後のフィルムの濁度を再

度測定して、上記初期値からの変化量を求めた。成形後のフィルムの濁度が変化10 

する要因として、熱による、ＵＶＡのブリードアウトが考えられる。」（【０１６９】） 

「（実施例１） 

 攪拌装置、温度センサー、冷却管および窒素導入管を備えた内容積３０Ｌの反

応釜に、４０部のメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、１０部の２－（ヒドロキシメチ

ル）アクリル酸メチル（ＭＨＭＡ）、重合溶媒として５０部のトルエン、および０．15 

０２５部の酸化防止剤（旭電化工業製、アデカスタブ２１１２）を仕込み、これ

に窒素を通じつつ、１０５℃まで昇温させた。昇温に伴う還流が始まったところ

で、重合開始剤として０．０５部のｔ－アミルパーオキシイソノナノエート（ア

ルケマ吉富製、商品名：ルペロックス５７０）を添加するとともに、０．１０部

のｔ－アミルパーオキシイソノナノエートを３時間かけて滴下しながら、約１０20 

５～１１０℃の還流下で溶液重合を進行させ、さらに４時間の熟成を行った。」

（【０１７１】） 

「次に、得られた重合溶液に、環化縮合反応の触媒（環化触媒）として０．０５

部のリン酸２－エチルヘキシル（堺化学工業製、Phoslex A-8）を加え、約９０～

１１０℃の還流下において２時間、環化縮合反応を進行させた後、２４０℃のオ25 
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ートクレーブにより重合溶液を３０分間加熱し、環化縮合反応をさらに進行させ

た。」（【０１７２】） 

「次に、得られた重合溶液を、バレル温度２４０℃、回転速度１００ｒｐｍ、減

圧度１３．３～４００ｈＰａ（１０～３００ｍｍＨｇ）、リアベント数１個および

フォアベント数４個（上流側から第１、第２、第３、第４ベントと称する）のベ5 

ントタイプスクリュー二軸押出機（Φ＝２９．７５ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝３０）に、樹

脂量換算で２．０ｋｇ／時の処理速度で導入し、脱揮を行った。その際、別途準

備しておいた酸化防止剤／環化触媒失活剤の混合溶液を０．０３ｋｇ／時の投入

速度で第１ベントの後ろから、別途準備しておいたＵＶＡ溶液を０．０５ｋｇ／

時の投入速度で第２ベントの後ろから、イオン交換水を０．０１ｋｇ／時の投入10 

速度で第３ベントの後ろから、それぞれ投入した。」（【０１７３】） 

「酸化防止剤／環化触媒失活剤の混合溶液には、５０部の酸化防止剤（住友化学

製スミライザーＧＳ）と、失活剤として３５部のオクチル酸亜鉛（日本化学産業

製、ニッカオクチクス亜鉛３．６％）とを、トルエン２００部に溶解させた溶液

を用いた。」（【０１７４】） 15 

「ＵＶＡ溶液には、上記式（８）に示す紫外線吸収剤（分子量９５８）を主成分

とし、分子量７７３および分子量１１４２の紫外線吸収剤を副成分とするＣＧＬ

７７７ＭＰＡ（チバスペシャリティケミカルズ製、有効成分８０％）３７．５部

をトルエン１２．５部に溶解させた溶液を用いた。」（【０１７５】） 

「次に、脱揮完了後、押出機内に残された熱溶融状態にある樹脂を押出機の先端20 

から排出し、ペレタイザーによりペレット化して、主鎖にラクトン環構造を有す

るアクリル樹脂（Ａ－１）と分子量７００以上のＵＶＡ（Ｂ）とを含む透明な樹

脂組成物のペレットを得た。樹脂（Ａ－１）の重量平均分子量は１４８０００、

樹脂（Ａ－１）および樹脂組成物のガラス転移温度（Ｔｇ）は１２８℃であった。」

（【０１７６】） 25 

「（比較例１） 
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 攪拌装置、温度センサー、冷却管および窒素導入管を備えた内容積３０Ｌの反

応釜に、４０部のメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、１０部の２－（ヒドロキシメチ

ル）アクリル酸メチル（ＭＨＭＡ）、重合溶媒として５０部のトルエン、および０．

０２５部の酸化防止剤（旭電化工業製、アデカスタブ２１１２）を仕込み、これ

に窒素を通じつつ、１０５℃まで昇温させた。昇温に伴う還流が始まったところ5 

で、重合開始剤として０．０５部のｔ－アミルパーオキシイソノナノエート（ア

ルケマ吉富製、商品名：ルペロックス５７０）を添加するとともに、０．１０部

のｔ－アミルパーオキシイソノナノエートを３時間かけて滴下しながら、約１０

５～１１０℃の還流下で溶液重合を進行させ、さらに４時間の熟成を行った。」

（【０１９０】） 10 

「次に、得られた重合溶液に、環化縮合反応の触媒（環化触媒）として０．０５

部のリン酸２－エチルヘキシル（堺化学工業製、Phoslex A-8）を加え、約９０～

１１０℃の還流下において２時間、環化縮合反応を進行させた後、２４０℃のオ

ートクレーブにより重合溶液を３０分間加熱し、環化縮合反応をさらに進行させ

た。次に、反応進行後の重合溶液に、ＵＶＡ（Ｂ）として上記ＣＧＬ７７７ＭＰ15 

Ａを０．９４部混合した。」（【０１９１】） 

「次に、得られた重合溶液を、バレル温度２４０℃、回転速度１００ｒｐｍ、減

圧度１３．３～４００ｈＰａ（１０～３００ｍｍＨｇ）、リアベント数１個および

フォアベント数４個（上流側から第１、第２、第３、第４ベントと称する）のベ

ントタイプスクリュー二軸押出機（Φ＝２９．７５ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝３０）に、樹20 

脂量換算で２．０ｋｇ／時の処理速度で導入し、脱揮を行った。その際、別途準

備しておいた酸化防止剤／環化触媒失活剤の混合溶液を０．０３ｋｇ／時の投入

速度で第１ベントの後ろから、イオン交換水を０．０１ｋｇ／時の投入速度で第

３ベントの後ろから、それぞれ投入した。酸化防止剤／環化触媒失活剤の混合溶

液は、実施例１と同じものを用いた。」（【０１９２】） 25 
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「次に、脱揮完了後、押出機内に残された熱溶融状態にある樹脂を押出機の先端

から排出し、ペレタイザーによりペレット化して、主鎖にラクトン環構造を有す

るアクリル樹脂（Ａ－５）を得た。樹脂（Ａ－５）の重量平均分子量は１４８０

００であった。」（【０１９３】） 

「このようにして得た樹脂（Ａ－５）１００部に、ベンゾトリアゾール骨格を有5 

するＵＶＡ（ＡＤＥＫＡ製、アデカスタブＬＡ－３１、分子量６５９）１．５部

をドライブレンドして、樹脂（Ａ－５）とＵＶＡとの樹脂組成物を得た。樹脂（Ａ

－５）および樹脂組成物のＴｇは１２８℃であった。」（【０１９４】） 

「（比較例２） 

「樹脂（Ａ－５）とドライブレンドするＵＶＡの量を３．０部に変更した以外は10 

実施例１と同様にして 、樹脂（Ａ－５）とＵＶＡとの樹脂組成物を得た。樹脂組

成物のＴｇは１２７℃であった。」（【０１９５】） 

「（比較例３） 

比較例１で得た樹脂（Ａ－５）１００部に、ベンゾトリアゾール骨格を有する

ＵＶＡ（住友化学製、Sumisorb３００、分子量３１５）１．５部をドライブレン15 

ドして、樹脂（Ａ－５）とＵＶＡとの樹脂組成物を得た。樹脂組成物のＴｇは１

２８℃であった。」（【０１９６】） 

「（比較例４） 

比較例１で得た樹脂（Ａ－５）１００部に、トリアジンにヒドロキシフェニル

基が１つ結合した骨格を有するＵＶＡ（チバスペシャリティケミカルズ製、ＣＧ20 

Ｌ４７９（ＴＩＮＵＶＩＮ４７９）、分子量６７６）１．５部をドライブレンドし

て、樹脂（Ａ－５）とＵＶＡとの樹脂組成物を得た。樹脂組成物のＴｇは１２８℃

であった。」（【０１９７】） 

「実施例１～５および比較例１～４で得られた樹脂組成物に対して、上記特性を

評価した結果を以下の表１に示す。」（【０１９８】） 25 
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「特性の評価に用いた厚さ１００μｍの樹脂フィルムは、各実施例および比較例

で得られた樹脂組成物を押出成形して作製した。」（【０１９９】） 

表１（【０２０２】） 

    

「表１に示すように、実施例の樹脂組成物では、高いガラス転移温度、紫外線吸5 

収能および可視光透過性を実現しながら、成形時におけるＵＶＡの昇華性および

飛散性を比較例に比べて抑制できた。また、実施例の樹脂組成物では、成形時の

発泡の発生が抑制された。」（【０２０３】） 

「実施例の樹脂組成物から作製した樹脂フィルムの濁度変化量は、比較例（比較

例１を除く）の樹脂組成物から作製した樹脂フィルムに比べて小さかった。実施10 

例の樹脂組成物から作製した樹脂フィルムでは、比較例に比べて、フィルム成形

後の熱によるＵＶＡのブリードアウトが抑制されたと考えられる。」（【０２０４】） 

以 上 
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別紙３ 

甲１の記載 

                                                        

 以下、段落番号は［］内に示し、「段落」の表記は省略する。 

 5 

明細書 

偏光子保護フィルム、偏光板、および画像表示装置 

１ 技術分野 

「本発明は、偏光子保護フィルム、それを用いた偏光板、および、その偏光板を

少なくとも１枚含む、液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置、ＰＤＰ等の画像表示装10 

置に関する。」（［０００１］） 

２ 背景技術 

「液晶表示装置には、その画像形成方式から液晶パネル表面を形成するガラス基

板の両側に偏光板を配置することが必要不可欠である。偏光板は、一般的には、

ポリビニルアルコール系フィルムとヨウ素などの二色性材料からなる偏光子の15 

両面に、トリアセチルセルロースなどを用いた偏光子保護フィルムをポリビニル

アルコール系接着剤により貼り合せたものが用いられている。」（［０００２］） 

「偏光子保護フィルムには、液晶や偏光子を紫外線劣化から防ぐ目的で、紫外線

吸収性能が必要とされることがある。現在は、偏光子保護フィルムとしてのトリ

アセチルセルロースフィルム中に紫外線吸収剤を添加し、紫外線吸収性能を持た20 

せている。」（［０００３］） 

「しかしながら、トリアセチルセルロースは耐湿熱性が十分でなく、トリアセチ

ルセルロースフィルムを偏光子保護フィルムとして用いた偏光板を高温または

高湿下において使用すると、偏光度や色相等の偏光板の性能が低下するという欠

点がある。またトリアセチルセルロースフィルムは斜め方向の入射光に対して位25 
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相差を生じる。かかる位相差は、近年、液晶ディスプレイの大型化が進むにした

がって、顕著に視野角特性に影響を及ぼすようになっている。」（［０００４］） 

「そこで、従来からのトリアセチルセルロースに代わる偏光子保護フィルムの材

料として、透明性の熱可塑性樹脂が検討されており、透明性の熱可塑性樹脂に紫

外線吸収剤を添加して紫外線吸収性能を持たせた偏光子保護フィルムも報告さ5 

れている（特許文献１～２参照）。しかし、このような偏光子保護フィルムにおい

ては、紫外線吸収剤を添加する前の材料樹脂のＴｇ（ガラス転移温度）に比較し

て添加した後のＴｇが大きく低下してしまうという問題（耐熱性低下の問題）や、

樹脂が着色（黄変）してしまうという問題がある。したがって、優れた紫外線吸

収能力を有するとともに、優れた耐熱性、優れた光学的透明性を有する偏光子保10 

護フィルムの開発が強く望まれている。 

特許文献１： 特開平９－１６６７１１号公報 

特許文献２： 特開２００４－４５８９３号公報」（［０００５］） 

３ 発明が解決しようとする課題 

「本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とす15 

るところは、（１）優れた紫外線吸収能力を有するとともに、優れた耐熱性、優れ

た光学的透明性を有する偏光子保護フィルムを提供すること、（２）そのような偏

光子保護フィルムと偏光子とを用いた、外観欠点が少ない偏光板を提供すること、

（３）そのような偏光板を用いた高品位の画像表示装置を提供すること、にある。」

（［０００６］） 20 

４ 課題を解決するための手段 

「本発明の偏光子保護フィルムは、（メタ）アクリル系樹脂を主成分として含み紫

外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムであって、該偏光子保護フィルムの厚み

８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％以下であり、該偏光子保護

フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含まない以外は該偏光子保護フィルムと同25 

じフィルムのＴｇの差が３℃以内、厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下であ
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る。好ましい実施形態においては、上記（メタ）アクリル系樹脂が、ラクトン環

構造を有する（メタ）アクリル系樹脂である。好ましい実施形態においては、上

記偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおけるｂ値が１．５未満である。」（［００

０７］） 

「本発明の別の偏光子保護フィルムは、（メタ）アクリル系樹脂を主成分として含5 

み紫外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムであって、該（メタ）アクリル系樹

脂１００重量部に対して、０．０１～３重量部のトリアジン系紫外線吸収剤と０．

０１～３重量部のトリアゾール系紫外線吸収剤とを含む。」（［０００８］） 

５ 発明の効果 

「本発明によれば、優れた紫外線吸収能力を有するとともに、優れた耐熱性、優10 

れた光学的透明性を有する偏光子保護フィルムを提供することができる。また、

そのような偏光子保護フィルムとポリビニルアルコール系樹脂から形成される

偏光子とを用いた、外観欠点が少ない偏光板を提供することができる。さらに、

そのような偏光板を用いた高品位の画像表示装置を提供することができる。 

 従来の偏光子保護フィルムにおいては、優れた紫外線吸収能力を発揮させるこ15 

とを目的として透明性樹脂に紫外線吸収剤を添加すると、耐熱性と光学的透明性

が低下してしまうという問題があるが、本発明のごとく、主たる透明性樹脂成分

として（メタ）アクリル系樹脂を用い、さらに例えば、特定の２種類の紫外線吸

収剤を併用することによって、優れた紫外線吸収能力、優れた耐熱性、優れた透

明性を全て兼ね備えた偏光子保護フィルムを提供することができる。」（［００１20 

１］） 

６ 発明を実施するための最良の形態 

「本発明の偏光子保護フィルムは、（メタ）アクリル系樹脂を主成分として含み紫

外線吸収剤をも含む。」（［００１５］） 

「上記（メタ）アクリル系樹脂としては、例えば、Ｔｇ（ガラス転移温度）が１25 

１５℃以上のものが好ましく、より好ましくは１２０℃以上、さらに好ましくは
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１２５℃以上、特に好ましくは１３０℃以上である。Ｔｇ（ガラス転移温度）が

１１５℃以上である（メタ）アクリル系樹脂を主成分として含むことにより、例

えば、最終的に偏光板に組み入れた場合に、耐久性に優れたものとなり易い。上

記（メタ）アクリル系樹脂のＴｇの上限値は特に限定されないが、成形性等の観

点から、好ましくは１７０℃以下である。」（［００１６］） 5 

「本発明においては、高い耐熱性、高い透明性、高い機械的強度を有する点で、

上記（メタ）アクリル系樹脂としては、ラクトン環構造を有する（メタ）アクリ

ル系樹脂が特に好ましい。」（［００１９］） 

「ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂は、好ましくは、下記一般式

（１）で表されるラクトン環構造を有する。 10 

［化１］ 

  

（一般式（１）中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、それぞれ独立に、水素原子または炭素

数１～２０の有機残基を表す。なお、有機残基は酸素原子を含んでいても良い。）」

（［００２１］） 15 

「ラクトン環構造を有する（メタ）アクリル系樹脂は、射出成形により得られる

成形品の、ＡＳＴＭ－Ｄ－１００３に準じた方法で測定される全光線透過率が、

高ければ高いほど好ましく、好ましくは８５％以上、より好ましくは８８％以上、

さらに好ましくは９０％以上である。全光線透過率は透明性の目安であり、全光

線透過率が８５％未満であると、透明性が低下し、本来目的とする用途に使用で20 

きないおそれがある。」（［００２５］） 
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「上記紫外線吸収剤としては、例えば、本発明に適した任意の紫外線吸収剤を選

択できる。例えば、特開２００１－７２７８２号公報や特表２００２－５４３２

６５号公報に記載の紫外線吸収剤が挙げられる。また、上記紫外線吸収剤の融点

は、１１０℃以上が好ましく、１２０℃以上がより好ましい。紫外線吸収剤の融

点が１３０℃以上であれば、加熱溶融加工時の揮発が少なく、フィルム製造時の5 

ロール汚れを発生し難い。本発明においては、紫外線吸収剤は１種のみ用いても

良いし、２種以上を併用しても良い。本発明において好ましく用いられ得る紫外

線吸収剤として、トリアジン系紫外線吸収剤とトリアゾール系紫外線吸収剤が挙

げられる。本発明において特に好ましくは、トリアジン系紫外線吸収剤とトリア

ゾール系紫外線吸収剤を併用することである。トリアジン系紫外線吸収剤は分子10 

量４００以上のものが好ましい。トリアゾール系紫外線吸収剤は分子量４００以

上のものが好ましい。」（［００２７］） 

「トリアジン系紫外線吸収剤としては、例えば、１，３，５－トリアジン環を有

する化合物を好ましく用いることができる。具体的には、２－（４，６－ジフェ

ニル－１，３，５－トリアジン－２－イル）－５－［（へキシル）オキシ］－フェ15 

ノール等が挙げられる。」（［００２８］） 

「市販品としては、例えば、トリアジン系紫外線吸収剤として「チヌビン１５７

７」（チバスペシシャリティーケミカルズ社製）、トリアゾール系紫外線吸収剤と

して「アデカスタブＬＡ－３１」（旭電化工業社製）等が挙げられる。」（［００３

０］） 20 

「本発明の偏光子保護フィルムの一つは、（メタ）アクリル系樹脂を主成分として

含み紫外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムであって、該偏光子保護フィルム

の厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％以下であり、該偏光

子保護フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含まない以外は該偏光子保護フィル

ムと同じフィルムのＴｇの差が３℃以内、厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以25 

下である。上記偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線
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透過率が３０％以下であって、上記偏光子保護フィルムのＴｇと上記（メタ）ア

クリル系樹脂のＴｇの差と厚み８０μｍにおけるＹＩとの２つの特性が上記範

囲をともに兼ね備えていることによって、優れた紫外線吸収能力、優れた耐熱性、

優れた光学的透明性を全て兼ね備えた偏光子保護フィルムを提供することがで

きる。」（［００３２］） 5 

「上記偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率

は、好ましくは２５％以下、より好ましくは２０％以下、さらに好ましくは１５％

以下、特に好ましくは１０％以下、最も好ましくは６％以下である。上記偏光子

保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％を超

えると、十分な紫外線吸収能力を発揮できないおそれがある。」（［００３３］） 10 

「上記偏光子保護フィルムのＴｇと上記紫外線吸収剤を含まない以外は上記偏

光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差は、好ましくは２．５℃以内、より

好ましくは２．３℃以内、さらに好ましくは２．０℃以内である。上記差が３℃

を超えると、優れた耐熱性が発揮できないおそれがある。」（［００３４］） 

「上記厚み８０μｍにおけるＹＩは、好ましくは１．２７以下、より好ましくは15 

１．２５以下、さらに好ましくは１．２３以下、特に好ましくは１．２０以下で

ある。上記ＹＩが１．３を超えると、優れた光学的透明性が発揮されないおそれ

がある。なお、ＹＩは、例えば、高速積分球式分光透過率測定機（商品名ＤＯＴ

－３Ｃ：村上色彩技術研究所製）を用い、測定で得られる色の三刺激値（Ｘ、Ｙ、

Ｚ）より、次式によって求めることができる。 20 

 ＹＩ＝［（１．２８Ｘ－１．０６Ｚ）／Ｙ］×１００」（［００３５］） 

「本発明の偏光子保護フィルムの一つは、上記のように、（メタ）アクリル系樹脂

を主成分として含み紫外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムであって、該偏光

子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８０ｎｍでの光線透過率が３０％以

下であり、該偏光子保護フィルムのＴｇと該紫外線吸収剤を含まない以外は該偏25 

光子保護フィルムと同じフィルムのＴｇの差が３℃以内、厚み８０μｍにおける
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ＹＩが１．３以下であり、このような特性を有する限り、偏光子保護フィルム中

の他の成分はどのようなものであっても良いが、該（メタ）アクリル系樹脂１０

０重量部に対して、０．０１～３重量部のトリアジン系紫外線吸収剤と０．０１

～３重量部のトリアゾール系紫外線吸収剤とを含むような組成であれば、上記の

特性を容易に発現させることができる。」（［００４１］） 5 

「上記（メタ）アクリル系樹脂１００重量部に対する上記トリアジン系紫外線吸

収剤の含有量は、好ましくは０．０５～３重量部、より好ましくは０．１～２．

５重量部、さらに好ましくは０．３～２重量部、特に好ましくは０．５～１．５

重量部である。上記（メタ）アクリル系樹脂１００重量部に対する上記トリアジ

ン系紫外線吸収剤の含有量が０．０１重量部未満の場合、あるいは、３重量部を10 

超える場合、本発明の効果が発揮できなくなるおそれがある。」（［００４３］） 

「上記フィルムを形成する樹脂組成物中には、主成分として含まれる（メタ）ア

クリル系樹脂、および紫外線吸収剤の他に、一般的な配合剤、例えば、安定剤、

滑剤、加工助剤、可塑剤、耐衝撃助剤、位相差低減剤、艶消し剤、抗菌剤、防か

び等が含まれていても良い。」（［００５４］） 15 

「偏光子保護フィルムの光学特性として、正面および厚み方向の位相差の大きさ

が問題となる。そのため、上記フィルムを形成する樹脂組成物中には、位相差低

減剤が含まれていることが好ましい。位相差低減剤としては、例えば、アクリロ

ニトリル－スチレン系共重合体など、スチレン含有ポリマーが好ましい。位相差

低減剤の添加量としては、（メタ）アクリル系樹脂に対し、３０重量％以下である20 

ことが好ましく、より好ましくは２５重量％以下、さらに好ましくは２０重量％

以下である。この範囲を超えて添加した場合、可視光線を散乱させたり、透明性

を損なったりするため、偏光子保護フィルムとしての特性に欠けてしまうおそれ

がある。」（［００５５］） 
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「以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例には

限定されない。なお、特に示さない限り、実施例中の部およびパーセントは重量

基準である。評価は以下のようにして行った。」（［０１０２］） 

「〈ＹＩ値〉 

 高速積分球式分光透過率測定機（商品名ＤＯＴ－３Ｃ：村上色彩技術研究所製）5 

を用い、測定で得られる色の三刺激値（Ｘ、Ｙ、Ｚ）より、次式によって求めた。 

 ＹＩ＝［（１．２８Ｘ－１．０６Ｚ）／Ｙ］×１００」（［０１０８］） 

「〈偏光子保護フィルムの評価〉 

得られた偏光子保護フィルムについて、Ｔｇ、全光線透過率、３８０ｎｍでの

光線透過率、ＹＩ値、ｂ値を測定した。結果を表１に示す。」（［０１２１］） 10 

「［表１］ 

 」（［０１２９］） 

 

請求の範囲 

［１］ （メタ）アクリル系樹脂を主成分として含み紫外線吸収剤をも含む偏光子15 

保護フィルムであって、該偏光子保護フィルムの厚み８０μｍにおける３８

０ｎｍでの光線透過率が３０％以下であり、該偏光子保護フィルムのＴｇと
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該紫外線吸収剤を含まない以外は該偏光子保護フィルムと同じフィルムのＴ

ｇの差が３℃以内、厚み８０μｍにおけるＹＩが１．３以下である、偏光子

保護フィルム。 

［２］ 前記（メタ）アクリル系樹脂が、ラクトン環構造を有する（メタ）アクリ

ル系樹脂である、請求項１に記載の偏光子保護フィルム。 5 

以 上 
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別紙４ 

甲２の記載 

 

 以下、段落番号は【】内に示し、「段落」の表記は省略する。 

 5 

【特許請求の範囲】 

【請求項１】 

積層品または多層構造物における接着層として使用するのに適当な安定化された接

着剤組成物であって、 

（ａ） 接着剤；および 10 

（ｂ） 高溶解性、高モル吸光性および光安定の、下記式Ｉ、II、III、ＩＶ、Ｖま

たはＶＩで表されるｓ－トリアジン紫外線吸収剤またはそれらの混合物： 

【化１】 

 

【化２】 15 
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[式中、 

 ＸおよびＹは独立して、フェニル基、ナフチル基、または、 

１ないし３個の炭素原子数１ないし６のアルキル基により、ハロゲン原子により、

ヒドロキシ基により、または炭素原子数１ないし６のアルコキシ基によりもしくは5 

これら基の混合により置換された前記フェニル基または前記ナフチル基を表すか；

或いは 

ＸおよびＹは独立して、Ｚ1またはＺ2を表し； 

 Ｒ1 は水素原子、直鎖もしくは枝分かれ鎖の炭素原子数１ないし２４のアルキル

基、炭素原子数５ないし１２のシクロアルキル基、炭素原子数７ないし１５のフェ10 

ニルアルキル基、ハロゲン原子、－ＳＲ3、－ＳＯＲ3または－ＳＯ2Ｒ3を表すか；或

いは 

１ないし３個のハロゲン原子、－Ｒ4、－ＯＲ5、－Ｎ（Ｒ5）2，－ＣＯＲ5，－ＣＯＯ

Ｒ5，－ＯＣＯＲ5，－ＣＮ，－ＮＯ2，－ＳＲ5，－ＳＯＲ5，－ＳＯ2Ｒ5 
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 もしくは－Ｐ（Ｏ）（ＯＲ5）2、モルホリニル基、ピペリジニル基、２，２，６，

６－テトラメチルピペリジニル基、ピペラジニル基、またはＮ－メチルピペリジニ

ル基またはそれらの組合せにより置換された前記アルキル基または前記シクロアル

キル基または前記フェニルアルキル基；或いは 

１ないし４個のフェニレン基、－Ｏ－，－ＮＲ5－，－ＣＯＮＲ5－，－ＣＯＯ－，－5 

ＯＣＯ－もしくは－ＣＯ－基またはそれらの組合せにより中断された前記アルキル

基または前記シクロアルキル基；或いは 

上述の基の組合せにより置換および中断の両方がなされている前記アルキル基また

は前記シクロアルキル基を表し； 

 Ｒ3は炭素原子数１ないし２０のアルキル基、炭素原子数３ないし１８のアルケニ10 

ル基、炭素原子数５ないし１２のシクロアルキル基、炭素原子数７ないし１５のフ

ェニルアルキル基、炭素原子数６ないし１０のアリール基、または１または２個の

炭素原子数１ないし４のアルキル基により置換された前記アリール基を表し； 

 Ｒ4 は炭素原子数６ないし１０のアリール基、または１ないし３個のハロゲン原

子、炭素原子数１ないし８のアルキル基、炭素原子数１ないし８のアルコキシ基、15 

もしくはそれらの組合せにより置換された前記アリール基；炭素原子数５ないし１

２のシクロアルキル基；炭素原子数７ないし１５のフェニルアルキル基または、フ

ェニル環上で１ないし３個のハロゲン原子、炭素原子数１ないし８のアルキル基、

炭素原子数１ないし８のアルコキシ基もしくはそれらの組合せにより置換された前

記フェニルアルキル基；或いは 20 

直鎖もしくは枝分かれ鎖の炭素原子数２ないし１８のアルケニル基を表し； 

 Ｒ5はＲ4で定義された基を表すか、またはＲ5はまた、水素原子または直鎖もしく

は枝分かれ鎖の炭素原子数１ないし２４のアルキル基、炭素原子数２ないし２４の

アルケニル基をも表し；或いはＲ5は式 

【化３】 25 
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（式中、Ｔは水素原子、オキシル基、ヒドロキシル基、－ＯＴ1、炭素原子数１ない

し２４のアルキル基、１ないし３個のヒドロキシ基により置換された前記アルキル

基；ベンジル基または炭素原子数２ないし１８のアルカノイル基を表し；Ｔ1は炭素

原子数１ないし２４のアルキル基、炭素原子数５ないし１２のシクロアルキル基、5 

炭素原子数２ないし２４のアルケニル基、炭素原子数５ないし１２のシクロアルケ

ニル基、炭素原子数７ないし１５のフェニルアルキル基、炭素原子数７ないし１２

の飽和または不飽和化二環式または三環式炭化水素の基、或いは炭素原子数６ない

し１０のアリール基または１ないし３個の炭素原子数１ないし４のアルキル基によ

り置換された前記アリール基を表す。）で表される基を表し； 10 

 Ｒ2は水素原子、直鎖または枝分かれ鎖の炭素原子数１ないし２４のアルキル基ま

たは炭素原子数５ないし１２のシクロアルキル基；または、１ないし４個のハロゲ

ン原子、エポキシ基、グリシジル基、フリルオキシ基、－Ｒ4，－ＯＲ5，－Ｎ（Ｒ5）

2、－ＣＯＮ（Ｒ5）2、－ＣＯＲ5，－ＣＯＯＲ5，－ＯＣＯＲ5，－ＯＣＯＣ（Ｒ5）＝

Ｃ（Ｒ5）2、－Ｃ（Ｒ5）＝ＣＣＯＯＲ5，－ＣＮ，－ＮＣＯ、もしくは 15 

【化４】 

 

またはこれらの組合せにより置換された前記アルキル基または前記シクロアルキル

基；或いは 

１ないし４個のエポキシ基、－Ｏ－、－ＮＲ5－、－ＣＯＮＲ5－、－ＣＯＯ－、－Ｏ20 

ＣＯ－、－ＣＯ－、－Ｃ（Ｒ5）＝Ｃ（Ｒ5）ＣＯＯ－、－ＯＣＯＣ（Ｒ5）＝Ｃ（Ｒ
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5）－、－Ｃ（Ｒ5）＝Ｃ（Ｒ5）－、フェニレン基もしくは基：フェニレン－Ｇ－フ

ェニレン（式中、Ｇは－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ2－、－ＣＨ2－もしくは－Ｃ（ＣＨ3）

2－またはそれらの組合せを表す。）で中断された前記アルキル基または前記シクロ

アルキル基；或いは 

上述された基の組合せにより置換および中断の両方がなされた前記アルキル基また5 

は前記シクロアルキル基を表すか； 

或いはＲ2は－ＳＯ2Ｒ3または－ＣＯＲ6を表し； 

 Ｒ6は直鎖または枝分かれ鎖の炭素原子数１ないし１８のアルキル基、直鎖または

枝分かれ鎖の炭素原子数２ないし１２のアルケニル基、フェノキシ基、炭素原子数

１ないし１２のアルキルアミノ基、炭素原子数６ないし１２のアリールアミノ基、10 

－Ｒ7ＣＯＯＨまたは－ＮＨ－Ｒ8－ＮＣＯを表し； 

 Ｒ7は炭素原子数２ないし１４のアルキレン基またはフェニレン基を表し； 

 Ｒ8は炭素原子数２ないし２４のアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、ジフ

ェニルメタン基または基 

【化５】 15 

 

を表し； 

 Ｒ1，Ｒ1’、およびＲ1”は同じかまたは異なり、そしてＲ1 に対する定義と同じで

あり； 

 Ｒ2、Ｒ2’，およびＲ2”は同じかまたは異なり、そしてＲ2 に対する定義と同じで20 

あり； 

 Ｘ、Ｘ’，ＹおよびＹ’は同じかまたは異なり、そしてＸおよびＹに対する定義と

同じであり； 
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 ｔは０ないし９であり 

 Ｌは直鎖もしくは枝分かれ鎖の炭素原子数１ないし１２のアルキレン基、炭素原

子数５ないし１２のシクロアルキレン基、またはシクロヘキシレン基またはフェニ

レン基により置換または中断されたアルキレン基を表すか；或いはＬはベンジリデ

ン基を表わすか；或いはＬは－Ｓ－、－Ｓ－Ｓ－、－Ｓ－Ｅ－Ｓ－、－ＳＯ－、－5 

ＳＯ2－、－ＳＯ－Ｅ－ＳＯ－、－ＳＯ2－Ｅ－ＳＯ2－、－ＣＨ2－ＮＨ－Ｅ－ＮＨ－

ＣＨ2－または 

【化６】 

 

を表し； 10 

 Ｅは炭素原子数２ないし１２のアルキレン基、炭素原子数５ないし１２のシクロ

アルキレン基または炭素原子数５ないし１２のシクロアルキレン基で中断または停

止されたアルキレン基を表し； 

 ｎは２，３または４を表し； 

 ｎが２を表す場合には； 15 

 Ｑは直鎖もしくは枝分かれ鎖の炭素原子数２ないし１６のアルキレン基；または

１ないし３個のヒドロキシ基により置換された前記アルキレン基；または１ないし

３個の－ＣＨ＝ＣＨ－または－Ｏ－により中断された前記アルキレン基；または上

述した基の組合せにより置換および中断の両方がなされた前記アルキレン基を表

し；或いはＱはキシリレン基または基－ＣＯＮＨ－Ｒ8－ＮＨＣＯ－、－ＣＨ2ＣＨ20 

（ＯＨ）ＣＨ2Ｏ－Ｒ9－ＯＣＨ2ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ2－、－ＣＯ－Ｒ10－ＣＯ－または

－（ＣＨ2）ｍ－ＣＯＯ－Ｒ11－ＯＯＣ－（ＣＨ2）ｍ－（式中、ｍは１ないし３を表す。）

を表すか；或いは 
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Ｑは 

【化７】 

 

を表し 

 Ｒ9 は炭素原子数２ないし５０のアルキレン基；または１ないし１０個の－Ｏ－、5 

フェニレン基、または基：－フェニレン－Ｇ－フェニレン－（式中、Ｇは－Ｏ－、

－Ｓ－、－ＳＯ2－、－ＣＨ2－または－Ｃ（ＣＨ3）2－を表す。）により中断された前

記アルキレン基を表し； 

 Ｒ10 は炭素原子数２ないし１０のアルキレン基、または１ないし４個の－Ｏ－、

－Ｓ－または－ＣＨ＝ＣＨ－で中断された前記アルキレン基を表すか；或いはＲ1010 

は炭素原子数６ないし１２のアリーレン基を表し； 

 Ｒ11 は炭素原子数２ないし２０のアルキレン基または１ないし８個の－Ｏ－によ

り中断された前記アルキレン基を表し； 

 ｎが３を表す場合、 

 Ｑは基－［（ＣＨ2）ｍＣＯＯ］3－Ｒ12（式中、ｍは１ないし３を表し、そしてＲ1215 

は炭素原子数３ないし１２のアルカントリイル基を表す。）を表し； 

 ｎが４を表す場合、 

 Ｑは基－［（ＣＨ2）ｍＣＯＯ］4－Ｒ13（式中、ｍは１ないし３を表し、そしてＲ13

は炭素原子数４ないし１２のアルカンテトライル基を表す。）を表し； 

 Ｚ1は式 20 

【化８】 
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で表される基を表し； 

 Ｚ2は式 

【化９】 

 5 

で表される基を表し (式中、ｒ1およびｒ2はそれぞれ互いに独立して０または１を

表す。）； 

 Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16、Ｒ17、Ｒ18、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21、Ｒ22 およびＲ23 は互いに独立して、

水素原子、ヒドロキシ基、シアノ基、炭素原子数１ないし２０のアルキル基、炭素

原子数１ないし２０のアルコキシ基、炭素原子数７ないし１５のフェニルアルキル10 

基、炭素原子数５ないし１２のシクロアルキル基、炭素原子数５ないし１２のシク

ロアルコキシ基、ハロゲン原子、炭素原子数１ないし５のハロアルキル基、スルホ

基、カルボキシ基、炭素原子数２ないし１２のアシルアミノ基、炭素原子数２ない

し１２のアシルオキシ基、炭素原子数２ないし１２のアルコキシカルボニル基また

はアミノカルボニル基を表すか；或いは、 15 

Ｒ17およびＲ18またはＲ22およびＲ23はそれらが結合しているフェニル基と一緒にな

って１ないし３個の－Ｏ－または－ＮＲ5－によって中断された環状基を表す。］か

らなる安定化された接着剤組成物。 
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【請求項８】 

成分（ｂ）のｓ‐トリアジン紫外線吸収剤が 

（１） ２，４－ビス（４－ビフェニルイル）－６－（２－ヒドロキシ－４－オク

チルオキシカルボニルエチリデンオキシフェニル）－ｓ－トリアジン； 

（２） ２－フェニル－４－［２－ヒドロキシ－４－（３－第二ブチルオキシ－２5 

－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－第

二アミルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン； 

（３） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４

－（３－ベンジルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－フェニル］－ｓ－ト

リアジン； 10 

（４） ２，４－ビス（２－ヒドロキシ－４－ブチルオキシフェニル）－６－（２，

４－ジ－ブチルオキシフェニル）－ｓ－トリアジン； 

（５） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４

－（３－ノニルオキシ*－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－５－α－クミルフェニ

ル］－ｓ－トリアジン；（*はオクチルオキシ基、ノニルオキシ基およびデシルオキ15 

シ基の混合物を表す。） 

（６） メチレンビス－｛２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２

－ヒドロキシ－４－（３－ブチルオキシ－２－ヒドロキシプロポオキシ）フェニル］

－ｓ－トリアジン｝の、３：５’、５：５’および３：３’位において５：４：１の

比で架橋されているメチレン架橋されたダイマー混合物； 20 

（７） ２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ－４－イソオクチルオキシカルボニ

ルイソプロピリデンオキシフェニル）－ｓ－トリアジン； 

（８） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４

－ヘキシルオキシ－５－α－クミルフェニル］－ｓ－トリアジン； 

（９） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４25 

－オクチルオキシフェニル）－ｓ－トリアジン、（ＣＹＡＳＯＲＢR １１６４、Ｃ
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ｙｔｅｃ社）； 

（１０）２－（２，４，６－トリメチルフェニル）－４，６－ビス［２－ヒドロキ

シ－４－（３－ブチルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－

トリアジン； 

（１１）２，４，６－トリス［２－ヒドロキシ－４－（３－第二ブチルオキシー２5 

－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン；または 

（１２）２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジン

とイソオクチルα－ブロモプロピオネートとの反応により製造される混合物である、

請求項１記載の組成物。 

 10 

【発明の属する技術分野】 

 本発明は、非常に高いモル吸光度値、高溶解性および優れた光安定のｓ－トリア

ジン紫外線吸収剤またはｓ－トリアジン紫外線吸収剤の混合物、例えば２，４－ビ

ス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－ノニルオキ

シ*－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－５－α－クミルフェニル］－ｓ－トリアジ15 

ン（*はオクチルオキシ、ノニルオキシ、及びデシルオキシ基の混合物を表す。）、の

有効量を含む安定化された接着剤組成物に関する。（【０００１】） 

 

【従来の技術】 

発明の背景 20 

「接着剤は様々な成分、例えば高分子化合物、粘着付与剤、ワックスおよびオイル

から造られる。これらの成分に基づく接着剤配合物は分解され易い。分解の結果は

変色、伸びの喪失、引張強度の喪失、接着力の喪失および粘度、分子量および分子

量分布の変化を与える。分解は日光への長期曝露により生じうる。日光は２９０ｎ

ｍないし４００ｎｍの間の波長をもつ非可視の紫外線を含む。この光線は光崩壊の25 

開始の原因になる。」（【０００２】） 
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「接着剤の光安定化は、吸収されたエネルギーを無害な熱に転換する紫外線吸収剤

を添加することにより、成し遂げられ得る。理想的な紫外線吸収剤は、２９０ｎｍ

ないし４００ｎｍ、しかし特に３５０ｎｍないし４００ｎｍの紫外線範囲に渡って、

非常に光安定で且つ強い吸収を有するべきである。紫外線吸収剤の種類は、サリチ

レート、シアノアクリレート、マロネート、オキサニリド、ベンゾフェノン、ｓ－5 

トリアジン及びベンゾトリアゾールを包含する。」（【０００４】） 

 サリチレート、シアノアクリレート、マロネート及びオキサニリドは、紫外線範

囲の低波長側を主に吸収する。これらの化合物は３５０ｎｍないし４００ｎｍの範

囲内でほとんど吸収がないか、又は全く吸収を示さず、この事は、それらを本発明

が意図する適用には不適当にする。ベンゾフェノンは紫外線範囲の低波長側半分に10 

渡って吸収を示し、そしてそれらは、光分解に起因して、光曝露に応じて黄変する

傾向を示す。最近、ベンゾフェノンは、エチレン－酢酸ビニル封入用樹脂中で早期

に分解し、ポリエン性発色団を生ぜしめることが光化学的に示された。光による淡

黄色ないし褐色の前記着色発生は、接着剤系において非常に望ましくなく且つ見目

の悪いのみならず、接着性能の損失を起こし得る。これに対し、選択されたｓ－ト15 

リアジン紫外線吸収剤は、それらの向上された光安定であるが故に、有用である。

（【０００５】） 

 

詳細な説明 

「本発明の一般的な態様は、積層品または多層構造物における接着剤層として使用20 

するのに適当な安定化された接着剤組成物に関するものであり、それは 

（ａ） 接着剤；および 

（ｂ） 高溶解性、高モル吸光性および光安定の、下記式Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ＩＶ、

ＶまたはＶＩで表されるｓ－トリアジン紫外線吸収剤またはそれらの混合物： 

・・・（省略）・・・ 25 

からなる安定化された接着剤組成物よりなる。」（【００２１】） 
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「好ましくは、本発明のｓ－トリアジン紫外線吸収剤は 

【化２７】 

 

【化２８】 

 5 

【化２９】 
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【化３０】 

 

【化３１】 
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【化３２】 

 

である化合物である。」（【００２８】） 

「上述した構造に示される本発明の化合物の名称は同様に下記に示すように列挙さ5 

れる。 

（１） ２，４－ビス（４－ビフェニルイル）－６－（２－ヒドロキシ－４－オク
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チルオキシカルボニルエチリデンオキシフェニル）－ｓ－トリアジン； 

（２） ２－フェニル－４－［２－ヒドロキシ－４－（３－第二ブチルオキシ－２

－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－第

二アミルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン； 

（３） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４5 

－（３－ベンジルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－フェニル］－ｓ－ト

リアジン； 

（４） ２，４－ビス（２－ヒドロキシ－４－ｎ－ブチルオキシフェニル）－６－

（２，４－ジ－ｎ－ブチルオキシフェニル）－ｓ－トリアジン； 

（５） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４10 

－（３－ノニルオキシ*－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－５－α－クミルフェニ

ル］－ｓ－トリアジン；（*はオクチルオキシ基、ノニルオキシ基およびデシルオキ

シ基の混合物を表す。） 

（６） メチレンビス－｛２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２

－ヒドロキシ－４－（３－ブチルオキシ－２－ヒドロキシプロポオキシ）フェニル］15 

－ｓ－トリアジン｝であって、３：５’、５：５’および３：３’位において５：４：

１の比で架橋されているメチレン架橋されたダイマー混合物； 

（７） ２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ－４－イソオクチルオキシカルボニ

ルイソプロピリデンオキシフェニル）－ｓ－トリアジン； 

（８） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４20 

－ヘキシルオキシ－５－α－クミルフェニル］－ｓ－トリアジン； 

（９） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４

－オクチルオキシフェニル）－ｓ－トリアジン、（登録商標キヤソルブ（CYASORB)R 

１１６４、サイテック(Cytec)社）； 

（１０）２－（２，４，６－トリメチルフェニル）－４，６－ビス［２－ヒドロキ25 

シ－４－（３－ブチルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－
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トリアジン； 

（１１）２，４，６－トリス［２－ヒドロキシ－４－（３－第二ブチルオキシー２

－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－トリアジン；または 

（１２）２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジン

とイソオクチルα－ブロモプロピオネートとの反応により製造される混合物である。 5 

 好ましくは、成分（ｂ）のｓ－トリアジン紫外線吸収剤は 

（１） ２，４－ビス（４－ビフェニルイル）－６－（２－ヒドロキシ－４－オク

チルオキシカルボニルエチリデンオキシフェニル）－ｓ－トリアジン； 

（５） ２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４

－（３－ノニルオキシ*－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－５－α－クミルフェニ10 

ル］－ｓ－トリアジン；（*はオクチルオキシ基、ノニルオキシ基およびデシルオキ

シ基の混合物を表す。） 

（７） ２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ－４－イソオクチルオキシカルボニ

ルイソプロピリデンオキシフェニル）－ｓ－トリアジン； 

（１２）２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジン15 

とイソオクチルα－ブロモプロピオネートとの反応により製造される混合物であ

る。」（【００２９】） 

「本発明において、本発明のｓ－トリアジンは、接着剤中及び積層品又は多層品の

接着剤層中で使用することが意図されているけれども、前記ｓ－トリアジンが前記

製品の他の層、例えば、何らかの染料または顔料が中に存在するポリマーフィルム20 

に、直接混入、同時押出または前記接着剤層から前記他の層（群）への移行の何れ

かにより混入される場合にも、同様に利点がある紫外線吸収保護が前記製品に行わ

れることは明らかである。」（【００５９】） 

 

【実施例】 25 

「以下の実施例は本発明を説明する。 
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 実施例１ 

 選択されたｓ－トリアジン紫外線吸収剤の紫外線吸収 

 下記表は種々のｓ－トリアジン紫外線吸収剤の紫外線吸収を示す。紫外線吸収ス

ペクトルは約２０ｍｇ／Ｌの濃度にて酢酸エチル溶液中で測定される。これらのデ

ータはおのおのの化合物に関し最大波長において高いモル吸収値を示す。典型的な5 

ベンゾトリアゾールおよびベンゾフェノン紫外線吸収剤が比較のために示された。

ｓ－トリアジンに対するモル吸収値はベンゾトリアゾールまたはベンゾフェノンの

いずれに対する値よりも非常により大きい。」（【００６７】） 

「【表１】 

 10 

*Ａは４－メトキシ－２，２’－ジヒドロキシベンゾフェノンである。 

Ｂは４，４’－ジメトキシ－２，２’－ジヒドロキシベンゾフェノンである。 
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Ｃは５－クロロ－２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ第三ブチルフェニル）－２Ｈ

－ベンゾトリアゾール、チヌビン（TINUVIN）R３２７，Ｃｉｂａ製である。 

Ｄは２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－α－クミルフェニル）２Ｈ－ベンゾトリ

アゾール、チヌビン（TINUVIN）R９００，Ｃｉｂａ製である。 

Ｅは２，４－ビス（４－ビフェニルイル）－６－（２－ヒドロキシ－４－オクチル5 

オキシカルボニルエチリデンオキシフェニル）－ｓ－トリアジンである。 

Ｆは２－フェニル－４－［２－ヒドロキシ－４－（３－第二ブチルオキシ－２－ヒ

ドロキシプロピルオキシ）フェニル］－６－［２－ヒドロキシ－４－（３－第二ア

ミルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－トリアジンである。 

Ｇは２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３10 

－ベンジルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－フェニル］－ｓ－トリアジ

ンである。 

Ｈは２，４－ビス（２－ヒドロキシ－４－ブチルオキシフェニル）－６－（２，４

－ジ－ブチルオキシフェニル）－ｓ－トリアジンである。 

Ｉは２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒドロキシ－４－（３15 

－ノニルオキシ*－２－ヒドロキシプロピルオキシ）－５－α－クミルフェニル］－

ｓ－トリアジン；（*はオクチルオキシ基、ノニルオキシ基およびデシルオキシ基の

混合物を表す。）である。 

Ｊはメチレンビス－｛２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－［２－ヒ

ドロキシ－４－（３－ブチルオキシ－２－ヒドロキシプロポオキシ）フェニル］－20 

ｓ－トリアジン｝、３：５’、５：５’および３：３’位において５：４：１の比で

架橋されているメチレン架橋されたダイマー混合物である。 

Ｋは２，４，６－トリス（２－ヒドロキシ－４－イソオクチルオキシカルボニルイ

ソプロピリデンオキシフェニル）－ｓ－トリアジンである。 

Ｌは２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４－ヘ25 

キシルオキシ－５－α－クミルフェニル］－ｓ－トリアジンである。 
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Ｍは２，４－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－６－（２－ヒドロキシ－４－オ

クチルオキシフェニル）－ｓ－トリアジン、（ＣＹＡＳＯＲＢR １１６４、Ｃｙｔ

ｅｃ社）である。 

Ｎは２－（２，４，６－トリメチルフェニル）－４，６－ビス［２－ヒドロキシ－

４－（３－ブチルオキシ－２－ヒドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－トリ5 

アジンである。 

Ｏは２，４，６－トリス［２－ヒドロキシ－４－（３－第二ブチルオキシー２－ヒ

ドロキシプロピルオキシ）フェニル］－ｓ－トリアジンである。 

Ｐは２，４，６－トリス（２，４－ジヒドロキシフェニル）－ｓ－トリアジンとイ

ソオクチルα－ブロモプロピオネートとの反応により製造される混合物である。」10 

（【００６８】） 

 

以 上 


